
令和元年度 事業所集団指導及び

障害保健福祉行政等に関する説明会議資料

和歌山県福祉保健部福祉保健政策局障害福祉課



１ 障害保健福祉関係主管課長会議

からの伝達事項について



１ 令和２年度障害保健福祉関係予算案について 

 

 

令和２年度の障害保健福祉関係予算案については、障害保健福祉部全体とし

て２兆１,５２８億円を計上しており、対前年度１,５０６億円増、７.５％の

伸びとなっている。 

 障害保健福祉関係予算の大宗を占める障害福祉サービスや障害児支援に係

る給付のための経費については、１兆５,８４２億円を計上しており、対前年

度１,３００億円増、８.９％の伸びとなっている。 

 引き続き、支援が必要な障害児者に対して必要なサービスを確保するととも

に、適正なサービスの実施にご配慮いただくようお願いする。  

 このほか、以下の事業について増額計上しているので、積極的な事業実施に

ついてお願いする。 

・ 地域生活支援事業等の拡充            ５０５億円 

・ 社会福祉施設等施設整備費            １７４億円 

・ 聴覚障害児支援の推進              １.７億円 

・ 障害者の芸術文化活動の支援の推進        ４.１億円 

・ 視覚障害者等の読書環境の向上          ４.９億円 

・ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築  ６.４億円 

・ 発達障害児・発達障害者の支援施策の推進      ４.２億円 

・ 障害者に対する就労支援の推進           １４億円 

・ 依存症対策の推進                ９.５億円 
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(１)良質な障害福祉サービス、障害児支援の確保 1兆5,842億円（1兆4,542億円）
障害児・障害者が地域や住み慣れた場所で暮らすために必要な障害福祉サービスや障害児支援等に必要な経費を確

保する。

(２)地域生活支援事業等の拡充 505億円（495億円）【一部新規】
障害者の理解促進や意思疎通支援など障害児・障害者の地域生活を支援する事業について、必要額を確保しつつ、

事業の拡充を図る。また、雇用施策との連携による重度障害者等の就労支援を実施する。

(３)障害福祉サービスの提供体制の基盤整備（施設整備費） 174億円（195億円）
就労移行支援事業等を行う日中活動系事業所や地域移行の受け皿としてのグループホーム等の整備促進を図ると

ともに、耐震化整備の防災・減災対策を推進する。

(４)聴覚障害児支援の推進
① 聴覚障害児支援のための中核機能の強化 地域生活支援事業等のうち1.7億円【新規】

保健･医療･福祉･教育の連携強化のための協議会設置や保護者への相談支援、人工内耳･補聴器･手話の情報等の
適切な情報提供、聴覚障害児の通う学校等への巡回支援等、聴覚障害児支援のための中核機能の整備を図る。

② 手話通訳等の体制整備の充実 地域生活支援事業等の内数【拡充】
手話通訳者等の派遣などの意思疎通支援の充実や手話奉仕員養成研修の推進など、市区町村における手話通訳

等の体制整備を図る。

◆予算額 （令和元年度予算額） （令和２年度予算案）
２兆２２億円 ２兆１，５２８億円（＋１，５０６億円、＋７．５％）

【 主 な 施策 】※（ ）内は令和元年度予算額

令和２年度障害保健福祉関係予算案の概要 厚生労働省
障害保健福祉部

（参考）令和元年度１次補正予算案 83億円
非常用自家発電設備・給水設備の整備及び災害に備えるための大規模修繕等の防災・減災対策を推進する。

(５)発達障害児・発達障害者の支援施策の推進 4.2億円（3.8億円）【一部新規】
発達障害児者及びその家族の支援を推進するため、同じ悩みを持つ本人同士や発達障害児者の家族に対するピア

サポート等の支援を実施するとともに、発達障害者の青年期の居場所作り等を行う。また、発達障害児者の診断に
係る初診待機の解消を進めるため、医療機関での診療にかかる時間の短縮を図るための取組等を実施する。

(６)芸術文化活動の支援の推進 4.1億円（3.0億円）【拡充】
障害者文化芸術活動推進法(平成30年6月施行)を踏まえ、芸術文化活動を通した障害者の社会参加を一層推進する

ため、地域における障害者の芸術文化活動への支援を強化するとともに、全国に展開するための支援等を実施する。

(７)視覚障害者等の読書環境の向上 3.0億円（3.8億円）及び地域生活支援事業等の内数【一部新規】
読書バリアフリー法の成立(令和元年6月施行)を踏まえ、障害者の読書環境を一層推進するため、障害者が利用し

やすい図書の製作やインターネットを活用した提供を促進するとともに、点字図書館と公共図書館の連携強化や、肢
体不自由等の障害や読字障害も含めた視覚障害者等の身近な地域における読書環境の整備等に取り組む。

(８)農福連携による就労支援の推進 3.3億円（2.7億円）【一部新規】
農福連携を推進し、農業分野での障害者の就労支援に向け、障害者就労施設への農業の専門家の派遣による農業技

術に係る指導・助言や６次産業化支援、農業に取り組む障害者就労施設によるマルシェの開催等の支援を実施する。
また、農福連携をはじめとする産業・福祉連携を推進するため、林業や水産業等といった地域に根ざした第１次産

業分野での地域課題解決型の障害者就労のモデル事業を実施する。

(９)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 6.4億円（5.7億円）【一部新規】
精神障害者が地域の一員として安心して自分らしく暮らせるよう、都道府県等と精神科病院等との重層的な連携による支

援体制を構築するなど、地域包括ケアシステムの構築に資する取組を推進する。また、精神保健福祉士等を精神科病院等に
配置し、精神障害者の一般住宅での継続的な地域生活を実現するためのモデル事業等を実施する。

(10)アルコール・薬物・ギャンブル等の依存症対策の推進 9.3億円（8.1億円）【一部新規】
依存症対策の全国拠点において、依存症に関する情報提供や普及啓発を行うとともに、ゲーム障害にも対応できる

指導者の養成研修を実施する。また、都道府県等において、人材育成や医療・相談体制の整備を推進するとともに、
依存症専門医療機関等と精神科救急医療施設等との連携体制を構築し、早期発見・早期対応につなげる。さらに自助
グループ等の民間団体への支援を充実する。

2



障害福祉サービス等の対象となる難病が、359疾病から361疾病へと
⾒直しが⾏われます。対象となる方は、障害者手帳※をお持ちでなくても、
必要と認められた支援が受けられます。

※ ⾝体障害者⼿帳・療育⼿帳・精神障害者保健福祉⼿帳

対象疾病の⼀覧は厚⽣労働省のホームページでご確認いただけます。

◆対象疾病に罹患していることがわかる証明書（診断書など）を持参し、お住まいの市区町村
の担当窓口にサービスの利⽤を申請してください。

◆障害支援区分の認定や支給決定などの手続き後、必要と認められたサービスを利⽤できます。
（訓練系・就労系サービス等は障害支援区分の認定を受ける必要はありません）

◆詳しいサービスの内容や手続き方法については、お住まいの市区町村の担当窓口にお問い合
わせください。

厚⽣労働省

令和元年7月1日
から適用

障害者総合支援法の

対象となる難病が

追加されます
・膠様滴状角膜ジストロフィー
・ハッチンソン・ギルフォード症候群
・フォンタン術後症候群

こう

手続き
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番号 疾病名 番号 疾病名

1 アイカルディ症候群 46 カーニー複合

2 アイザックス症候群 47 海⾺硬化を伴う内側側頭葉てんかん

3 ＩｇＡ腎症 48 潰瘍性大腸炎

4 ＩｇＧ４関連疾患 49 下垂体前葉機能低下症

5 亜急性硬化性全脳炎 50 家族性地中海熱

6 アジソン病 51 家族性良性慢性天疱瘡

7 アッシャー症候群 52 カナバン病

8 アトピー性脊髄炎 53 化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群

9 アペール症候群 54 歌舞伎症候群

10 アミロイドーシス 55 ガラクトース-1-リン酸ウリジルトランスフェラーゼ欠損症

11 アラジール症候群 56 カルニチン回路異常症

12 アルポート症候群 57 加齢⻩斑変性 ○

13 アレキサンダー病 58 肝型糖原病

14 アンジェルマン症候群 59 間質性膀胱炎（ハンナ型）

15 アントレー・ビクスラー症候群 60 環状20番染色体症候群

16 イソ吉草酸血症 61 関節リウマチ

17 一次性ネフローゼ症候群 62 完全大血管転位症

18 一次性膜性増殖性糸球体腎炎 63 眼皮膚白皮症

19 １ｐ36欠失症候群 64 偽性副甲状腺機能低下症

20 遺伝性自己炎症疾患 65 ギャロウェイ・モワト症候群

21 遺伝性ジストニア 66 急性壊死性脳症 ○

22 遺伝性周期性四肢麻痺 67 急性網膜壊死 ○

23 遺伝性膵炎 68 球脊髄性筋萎縮症

24 遺伝性鉄芽球性貧血 69 急速進⾏性⽷球体腎炎

25 ウィーバー症候群 70 強直性脊椎炎

26 ウィリアムズ症候群 71 巨細胞性動脈炎

27 ウィルソン病 72 巨⼤静脈奇形（頚部⼝腔咽頭びまん性病変）

28 ウエスト症候群 73 巨大動静脈奇形（頚部顔面又は四肢病変）

29 ウェルナー症候群 74 巨⼤膀胱短⼩結腸腸管蠕動不全症

30 ウォルフラム症候群 75 巨大リンパ管奇形（頚部顔面病変）

31 ウルリッヒ病 76 筋萎縮性側索硬化症

32 HTLV－１関連脊髄症 77 筋型糖原病

33 ＡＴＲ－Ｘ症候群 78 筋ジストロフィー

34 ＡＤＨ分泌異常症 79 クッシング病

35 エーラス・ダンロス症候群 80 クリオピリン関連周期熱症候群

36 エプスタイン症候群 81 クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群

37 エプスタイン病 82 クルーゾン症候群

38 エマヌエル症候群 83 グルコーストランスポーター１欠損症

39 遠位型ミオパチー 84 グルタル酸血症1型

40 円錐角膜 ○ 85 グルタル酸血症2型

41 ⻩⾊靭帯⾻化症 86 クロウ・深瀬症候群

42 ⻩斑ジストロフィー 87 クローン病

43 大田原症候群 88 クロンカイト・カナダ症候群

44 オクシピタル・ホーン症候群 89 痙攣重積型（二相性）急性脳症

45 オスラー病 90 結節性硬化症

令和元年７⽉１⽇からの障害者総合⽀援法の対象疾病⼀覧（３６１疾病）

※ 新たに対象となる疾病（３疾病）

△ 表記が変更された疾病（１疾病）

○ 障害者総合支援法独自の対象疾病（２９疾病）
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番号 疾病名 番号 疾病名

令和元年７⽉１⽇からの障害者総合⽀援法の対象疾病⼀覧（３６１疾病）

※ 新たに対象となる疾病（３疾病）

△ 表記が変更された疾病（１疾病）

○ 障害者総合支援法独自の対象疾病（２９疾病）

91 結節性多発動脈炎 136 シェーグレン症候群

92 血栓性血小板減少性紫斑病 137 色素性乾皮症

93 限局性⽪質異形成 138 自己貪食空胞性ミオパチー

94 原発性局所多汗症 ○ 139 自己免疫性肝炎

95 原発性硬化性胆管炎 140 自己免疫性後天性凝固因子欠乏症

96 原発性高脂血症 141 自己免疫性溶血性貧血

97 原発性側索硬化症 142 四肢形成不全 ○

98 原発性胆汁性胆管炎 143 シトステロール血症

99 原発性免疫不全症候群 144 シトリン欠損症

100 顕微鏡的大腸炎 ○ 145 紫斑病性腎炎

101 顕微鏡的多発血管炎 146 脂肪萎縮症

102 高ＩｇＤ症候群 147 若年性特発性関節炎

103 好酸球性消化管疾患 148 若年性肺気腫

104 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 149 シャルコー・マリー・トゥース病

105 好酸球性副鼻腔炎 150 重症筋無⼒症

106 抗糸球体基底膜腎炎 151 修正大血管転位症

107 後縦靭帯骨化症 152 ジュベール症候群関連疾患

108 甲状腺ホルモン不応症 153 シュワルツ・ヤンペル症候群

109 拘束型心筋症 154 徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症

110 高チロシン血症1型 155 神経細胞移動異常症

111 高チロシン血症2型 156 神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性⽩質脳症

112 高チロシン血症3型 157 神経線維腫症

113 後天性赤芽球癆 158 神経フェリチン症

114 広範脊柱管狭窄症 159 神経有棘赤血球症

115 膠様滴状角膜ジストロフィー ※ 160 進⾏性核上性⿇痺

116 抗リン脂質抗体症候群 161 進⾏性⾻化性線維異形成症

117 コケイン症候群 162 進⾏性多巣性⽩質脳症

118 コステロ症候群 163 進⾏性⽩質脳症

119 ⾻形成不全症 164 進⾏性ミオクローヌスてんかん

120 ⾻髄異形成症候群 ○ 165 心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症

121 骨髄線維症 ○ 166 心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症

122 ゴナドトロピン分泌亢進症 167 スタージ・ウェーバー症候群

123 ５p欠失症候群 168 スティーヴンス・ジョンソン症候群

124 コフィン・シリス症候群 169 スミス・マギニス症候群

125 コフィン・ローリー症候群 170 スモン ○

126 混合性結合組織病 171 脆弱X症候群

127 鰓耳腎症候群 172 脆弱Ｘ症候群関連疾患

128 再⽣不良性貧⾎ 173 成人スチル病

129 サイトメガロウィルス角膜内皮炎 ○ 174 成⻑ホルモン分泌亢進症

130 再発性多発軟骨炎 175 脊髄空洞症

131 左心低形成症候群 176 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。)

132 サルコイドーシス 177 脊髄髄膜瘤

133 三尖弁閉鎖症 178 脊髄性筋萎縮症

134 三頭酵素欠損症 179 セピアプテリン還元酵素（SR）欠損症

135 CFC症候群 180 前眼部形成異常
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番号 疾病名 番号 疾病名

令和元年７⽉１⽇からの障害者総合⽀援法の対象疾病⼀覧（３６１疾病）

※ 新たに対象となる疾病（３疾病）

△ 表記が変更された疾病（１疾病）

○ 障害者総合支援法独自の対象疾病（２９疾病）

181 全身性エリテマトーデス 226 遅発性内リンパ水腫

182 全身性強皮症 △ 227 チャージ症候群

183 先天異常症候群 228 中隔視神経形成異常症/ドモルシア症候群

184 先天性横隔膜ヘルニア 229 中毒性表皮壊死症

185 先天性核上性球麻痺 230 腸管神経節細胞僅少症

186 先天性気管狭窄症／先天性声門下狭窄症 231 TSH分泌亢進症

187 先天性⿂鱗癬 232 TNF受容体関連周期性症候群

188 先天性筋無⼒症候群 233 低ホスファターゼ症

189 先天性グリコシルホスファチジルイノシトール（GPI）欠損症 234 天疱瘡

190 先天性三尖弁狭窄症 235 禿頭と変形性脊椎症を伴う常染⾊体劣性⽩質脳症

191 先天性腎性尿崩症 236 特発性拡張型心筋症

192 先天性⾚⾎球形成異常性貧⾎ 237 特発性間質性肺炎

193 先天性僧帽弁狭窄症 238 特発性基底核石灰化症

194 先天性⼤脳⽩質形成不全症 239 特発性血小板減少性紫斑病

195 先天性肺静脈狭窄症 240 特発性血栓症（遺伝性血栓性素因によるものに限る。）

196 先天性風疹症候群 ○ 241 特発性後天性全身性無汗症

197 先天性副腎低形成症 242 特発性大腿骨頭壊死症

198 先天性副腎皮質酵素欠損症 243 特発性多中心性キャッスルマン病

199 先天性ミオパチー 244 特発性門脈圧亢進症

200 先天性無痛無汗症 245 特発性両側性感音難聴

201 先天性葉酸吸収不全 246 突発性難聴 ○

202 前頭側頭葉変性症 247 ドラベ症候群

203 早期ミオクロニー脳症 248 中條・⻄村症候群

204 総動脈幹遺残症 249 那須・ハコラ病

205 総排泄腔遺残 250 軟骨無形成症

206 総排泄腔外反症 251 難治頻回部分発作重積型急性脳炎

207 ソトス症候群 252 22q11.2欠失症候群

208 ダイアモンド・ブラックファン貧血 253 乳幼児肝巨大血管腫

209 第14番染色体父親性ダイソミー症候群 254 尿素サイクル異常症

210 大脳皮質基底核変性症 255 ヌーナン症候群

211 ⼤理⽯⾻病 256 ネイルパテラ症候群（爪膝蓋骨症候群）/LMX1B関連腎症

212 ダウン症候群 ○ 257 脳腱⻩⾊腫症

213 高安動脈炎 258 脳表ヘモジデリン沈着症

214 多系統萎縮症 259 膿疱性乾癬

215 タナトフォリック⾻異形成症 260 嚢胞性線維症

216 多発血管炎性肉芽腫症 261 パーキンソン病

217 多発性硬化症／視神経脊髄炎 262 バージャー病

218 多発性軟骨性外骨腫症 ○ 263 肺静脈閉塞症／肺⽑細⾎管腫症

219 多発性嚢胞腎 264 肺動脈性肺高血圧症

220 多脾症候群 265 肺胞蛋白症（自己免疫性又は先天性）

221 タンジール病 266 肺胞低換気症候群

222 単心室症 267 ハッチンソン・ギルフォード症候群 ※

223 弾性線維性仮性⻩⾊腫 268 バッド・キアリ症候群

224 短腸症候群 ○ 269 ハンチントン病

225 胆道閉鎖症 270 汎発性特発性骨増殖症 ○
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番号 疾病名 番号 疾病名

令和元年７⽉１⽇からの障害者総合⽀援法の対象疾病⼀覧（３６１疾病）

※ 新たに対象となる疾病（３疾病）

△ 表記が変更された疾病（１疾病）

○ 障害者総合支援法独自の対象疾病（２９疾病）

271 ＰＣＤＨ19関連症候群 316 発作性夜間ヘモグロビン尿症

272 非ケトーシス型高グリシン血症 317 ポルフィリン症

273 肥厚性皮膚骨膜症 318 マリネスコ・シェーグレン症候群

274 非ジストロフィー性ミオトニー症候群 319 マルファン症候群

275 ⽪質下梗塞と⽩質脳症を伴う常染⾊体優性脳動脈症 320 慢性炎症性脱髄性多発神経炎／多巣性運動ニューロパチー

276 肥大型心筋症 321 慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症

277 左肺動脈右肺動脈起始症 322 慢性再発性多発性骨髄炎

278 ビタミンD依存性くる病/骨軟化症 323 慢性膵炎 ○

279 ビタミンＤ抵抗性くる病/骨軟化症 324 慢性特発性偽性腸閉塞症

280 ビッカースタッフ脳幹脳炎 325 ミオクロニー欠神てんかん

281 ⾮典型溶⾎性尿毒症症候群 326 ミオクロニー脱⼒発作を伴うてんかん

282 ⾮特異性多発性⼩腸潰瘍症 327 ミトコンドリア病

283 皮膚筋炎／多発性筋炎 328 無虹彩症

284 びまん性汎細気管支炎 ○ 329 無脾症候群

285 肥満低換気症候群 ○ 330 無βリポタンパク血症

286 表皮水疱症 331 メープルシロップ尿症

287 ヒルシュスプルング病（全結腸型又は小腸型） 332 メチルグルタコン酸尿症

288 VATER症候群 333 メチルマロン酸血症

289 ファイファー症候群 334 メビウス症候群

290 ファロー四徴症 335 メンケス病

291 ファンコニ貧血 336 網膜色素変性症

292 封入体筋炎 337 もやもや病

293 フェニルケトン尿症 338 モワット・ウイルソン症候群

294 フォンタン術後症候群 ※ ○ 339 薬剤性過敏症症候群 ○

295 複合カルボキシラーゼ欠損症 340 ヤング・シンプソン症候群

296 副甲状腺機能低下症 341 優性遺伝形式をとる遺伝性難聴 ○

297 副腎白質ジストロフィー 342 遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん

298 副腎⽪質刺激ホルモン不応症 343 ４p欠失症候群

299 ブラウ症候群 344 ライソゾーム病

300 プラダ－・ウィリ症候群 345 ラスムッセン脳炎

301 プリオン病 346 ランゲルハンス細胞組織球症 ○

302 プロピオン酸血症 347 ランドウ・クレフナー症候群

303 PRL分泌亢進症（⾼プロラクチン⾎症） 348 リジン尿性蛋⽩不耐症

304 閉塞性細気管⽀炎 349 両側性小耳症・外耳道閉鎖症 ○

305 β-ケトチオラーゼ欠損症 350 両大血管右室起始症

306 ベーチェット病 351 リンパ管腫症/ゴーハム病

307 ベスレムミオパチー 352 リンパ脈管筋腫症

308 ヘパリン起因性血小板減少症 ○ 353 類天疱瘡（後天性表皮水疱症を含む。）

309 ヘモクロマトーシス ○ 354 ルビンシュタイン・テイビ症候群

310 ペリー症候群 355 レーベル遺伝性視神経症

311 ペルーシド角膜辺縁変性症 ○ 356 レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ欠損症

312 ペルオキシソーム病（副腎白質ジストロフィーを除く。） 357 劣性遺伝形式をとる遺伝性難聴 ○

313 片側巨脳症 358 レット症候群

314 片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群 359 レノックス・ガストー症候群

315 芳香族L－アミノ酸脱炭酸酵素欠損症 360 ロスムンド・トムソン症候群

361 肋⾻異常を伴う先天性側弯症
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経過的に対象となっている疾病

① 平成27年１⽉１⽇以降に対象外になった疾病

疾病名 疾病名

肝外⾨脈閉塞症 視神経症

肝内結石症 神経性過食症

偽性低アルドステロン症 神経性⾷欲不振症

ギラン・バレ症候群 先天性QT延⻑症候群

グルココルチコイド抵抗症 TSH受容体異常症

原発性アルドステロン症 特発性血栓症

硬化性萎縮性苔癬 フィッシャー症候群

好酸球性筋膜炎 メニエール病

疾病名

劇症肝炎

重症急性膵炎

② 平成27年7⽉１⽇以降に対象外になった疾病

○ 下表の疾病については、障害者総合支援法の対象外となりまし
たが、対象外となる前日までにすでに障害福祉サービス等※の支
給決定等を受けたことがある方は、引き続き利⽤可能です。

※障害福祉サービス・相談支援・補装具及び地域生活支援事業
（障害児の場合は、障害児通所支援と障害児入所支援も含む）

③ 令和元年７⽉１⽇以降に対象外になった疾病

疾病名

正常圧水頭症
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障害者総合支援法の対象疾病 難病法の指定難病

アミロイドーシス 全身性アミロイドーシス

ADH分泌異常症 下垂体性ADH分泌異常症

関節リウマチ 悪性関節リウマチ

原発性高脂血症

家族性高コレステロール血症（ホモ接
合体）

原発性高カイロミクロン血症

抗リン脂質抗体症候群 原発性抗リン脂質抗体症候群

ゴナドトロピン分泌亢進症 下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症

若年性肺気腫 α１－アンチトリプシン欠乏症

成⻑ホルモン分泌亢進症 下垂体性成⻑ホルモン分泌亢進症

TSH分泌亢進症 下垂体性TSH分泌亢進症

特発性両側性感音難聴 若年発症型両側性感⾳難聴

膿疱性乾癬 膿疱性乾癬（汎発型）

PRL分泌亢進症（⾼プロラクチン⾎
症）

下垂体性PRL分泌亢進症

指定難病と障害者総合支援法対象疾病の疾病名の相違

○ 難病法に基づく指定難病は、障害者総合支援法の対象疾病に全て含ま
れておりますが、下表の疾病については、異なる疾病名を⽤いているた
めご留意ください。
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疾病名の表記を変更したもの（新旧対照表）

【旧】
平成２６年１２⽉３１⽇までの疾病名

【新】
平成２７年１⽉１⽇以降の疾病名

アミロイド症 アミロイドーシス

アレルギー性肉芽腫性血管炎 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症

ウェゲナー肉芽腫症 多発血管炎性肉芽腫症

ADH不適合分泌症候群
ADH分泌異常症

中枢性尿崩症

結節性動脈周囲炎
結節性多発動脈炎

顕微鏡的多発血管炎

高プロラクチン血症 PRL分泌亢進症（⾼プロラクチン⾎症）

ゴナドトロピン分泌過剰症 ゴナドトロピン分泌亢進症

脊髄小脳変性症 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。)

先端巨大症 成⻑ホルモン分泌亢進症

側頭動脈炎 巨細胞性動脈炎

大動脈炎症候群 高安動脈炎

多巣性運動ニューロパチー 慢性炎症性脱髄性多発神経炎／多巣性運動ニューロ
パチー慢性炎症性脱髄性多発神経炎

多発筋炎
皮膚筋炎／多発性筋炎

皮膚筋炎

多発性硬化症 多発性硬化症／視神経脊髄炎

TSH産生下垂体腺腫 TSH分泌亢進症

特発性大腿骨頭壊死 特発性大腿骨頭壊死症

有棘赤血球舞踏病 神経有棘赤血球症

リソソーム病 ライソゾーム病

リンパ管筋腫症 リンパ脈管筋腫症

レフェトフ症候群 甲状腺ホルモン不応症

① 平成27年1月1⽇に表記を変更した疾病
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疾病名の表記を変更したもの（新旧対照表）

③ 平成29年4月1⽇に表記を変更した疾病

④ 平成30年4月1⽇に表記を変更した疾病

【旧】
平成２９年３⽉３１⽇までの疾病名

【新】
平成２９年４⽉１⽇以降の疾病名

原発性胆汁性肝硬変 原発性胆汁性胆管炎

自己免疫性出血病ⅩⅢ 自己免疫性後天性凝固因子欠乏症

【旧】
平成３０年３⽉３１⽇までの疾病名

【新】
平成３０年４⽉１⽇以降の疾病名

有馬症候群 ジュベール症候群関連疾患

全⾝型若年性特発性関節炎 若年性特発性関節炎

先天性気管狭窄症 先天性気管狭窄症／先天性声門下狭窄症

⑤ 令和元年７⽉1⽇に表記を変更した疾病

【旧】
令和元年６⽉３０⽇までの疾病名

【新】
令和元年7月１⽇以降の疾病名

強皮症 全身性強皮症

【旧】
平成２７年６⽉３０⽇までの疾病名

【新】
平成２７年７⽉１⽇以降の疾病名

難治性ネフローゼ症候群 一次性ネフローゼ症候群

加齢性⻩斑変性症 加齢⻩斑変性

進⾏性⾻化性線維形成異常症 進⾏性⾻化性線維異形成症

先天性⿂鱗癬様紅⽪症 先天性⿂鱗癬

ビタミンD依存症二型 ビタミンD依存性くる病/骨軟化症

ペルオキシソーム病

副腎白質ジストロフィー

ペルオキシソーム病（副腎白質ジストロフィーを除
く。）

② 平成27年７⽉1⽇に表記変更した疾病
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７ 身体障害者手帳及び療育手帳に関するマイナンバー情報連携について 

 

 

デジタルガバメント実行計画（令和元年 12 月 20 日閣議決定）におけるマイ

ナンバーカードの普及促進とマイナンバーの利活用の一貫として、障害者手帳

のデジタル化の推進が図られている。各自治体におかれては、以下の対応をお

願いする。 

 

（１）身体障害者手帳関係情報の追加について 

昨年 11 月より、行政機関等が情報提供ネットワークシステムと接続され

たサーバで保有する個人情報を、マイナンバーカードによる厳格な本人確認

及び本人同意を前提に、本人が指定する他の Web サービスがマイナポータル

を介して取得することを可能とする API（自己情報取得 API）の提供が開始

された。 

厚生労働省では、データ標準レイアウトの項目に旅客鉄道株式会社旅客運

賃減額の区分（第一種身体障害者、第二種身体障害者）を追加する改版を令

和 3 年度に行う予定であり、民間の鉄道会社が身体障害者に対し障害者割引

等のサービスを Web サイト等において提供出来るようにするための環境整備

を進めているところである。 

各自治体においては、レイアウト改版に向けた準備を進められたい。 

 

（２）療育手帳のマイナンバー情報連携に向けた独自利用事務条例の制定につ

いて 

「療育手帳関係情報に係る独自利用事務条例の制定について」（令和 2 年 2

月 21 日付障企発 0221 第 1 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課

長通知）（※別紙）においても周知しているとおり、療育手帳関係情報をマ

イナンバー情報連携の対象とするためには、より多くの自治体において「行

政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」

（平成 25 年法律第 27 号。）第 9 条第 2 項に基づく条例（以下「独自利用事

務条例」という。）を制定していただく必要があるため、独自利用事務条例

を制定していない自治体においては、条例の制定に向けた検討を早急に進め

ていただきたい。 

 

独自利用事務条例未制定の自治体 

都道府県 北海道、青森県、岩手県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、

栃木県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、

福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、島根県、

岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、
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佐賀県、宮崎県 

指定都市 仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、新潟市、静岡

市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山

市、広島市、北九州市、福岡市、熊本市 

（「療育手帳関係情報のマイナンバー利用に関する調査の実施について」（平

成 31 年 3 月 27 日付事務連絡）の調査結果より） 

13



障企発０２２１第１号

令和２年２月２１日

各 障害保健福祉主管部（局）長 殿

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長

（ 公 印 省 略 ）

療育手帳関係情報に係る独自利用事務条例の制定について

日頃より、障害福祉行政に御尽力いただき、厚く御礼申し上げます。

マイナンバー制度における療育手帳の取扱いに関しては、「療育手帳のマイナンバ

ー制度における取扱いについて」（平成 29 年 6 月 5 日付障企発第 0605 号第 1 号）に

より、

① 当該事務に関してマイナンバーを利用するためには、各都道府県及び指定都市

（以下、「各都道府県等」という。）において、「行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律」（平成 25 年法律第 27 号。以下「番

号法」という。）第９条第２項に基づく条例（以下「独自利用事務条例」という。）

を制定する必要があること

② 「平成 28 年の地方からの提案等に関する対応方針」（平成 28 年 12 月 20 日閣議

決定）において、交付事務を行う各都道府県等における独自利用事務条例の制

定状況に基づき、情報連携により情報提供できる特定個人情報（番号法別表第

２に基づく主務省令）として整備することとされており、多くの自治体におけ

る独自利用事務条例の制定が療育手帳関係情報が情報連携の対象となることに

つながること

をお示ししたところです。

しかしながら、「療育手帳関係情報のマイナンバー利用に関する調査の実施につい

て」(平成 31 年 3 月 27 日付事務連絡)による調査結果によれば、独自利用事務条例制

定自治体数は、療育手帳の交付事務を行う 67 自治体のうち 12 自治体にとどまってお

り、療育手帳関係情報を情報連携の対象とするためには、より多くの自治体に独自利

用事務条例を制定していただく必要があります。

療育手帳関係情報がマイナンバー制度における情報連携の対象となれば、住民の利

便性の向上や行政事務の効率化が図られるとともに、マイナポータル自己情報取得Ａ

ＰＩを活用した民間事業者によるサービス提供が可能となります。例えば、身体障害

者手帳について、令和 3年度には、データ標準レイアウトの項目に旅客鉄道株式会社

旅客運賃減額の区分（第一種身体障害者、第二種身体障害者）を追加する改版を行う

都道府県

指定都市
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予定であり、将来的には、民間鉄道会社のウェブサイト上で鉄道乗車券等を購入する

際に障害者割引を受けることが可能となる予定です。

こうした状況を踏まえ、独自利用事務条例を定めていない自治体においては、条例

の制定に向けた検討を早急に進めていただきますようお願いいたします。

なお、「令和元年の地方からの提案等に関する対応方針」（令和元年 12 月 23 日閣議

決定）を踏まえ、今後も、条例の制定状況に関する調査を行う予定です。

［参考］

● 平成 28 年の地方からの提案等に関する対応方針（平成 28 年 12 月 20 日閣議決

定）記載内容

６【厚生労働省】

（24）行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

（平 25 法 27）

（ⅱ）地方公共団体が９条２項に基づき実施する事務（独自利用事務）について、

以下の措置を講ずる。

療育手帳関係情報を情報連携の対象とすることについては、提供側の地方公

共団体の意見も把握しつつ、現場の事務が混乱することのないよう、平成 29 年

度中に療育手帳に関する事務を独自利用事務として条例で定める地方公共団体

が増加するよう関係府省が連携して働きかける。その結果に基づいて必要な措

置を講ずる。

● 令和元年の地方からの提案等に関する対応方針（令和元年 12月 23日閣議決定）

記載内容

５【厚生労働省】

（34）行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

（平 25 法 27）

療育手帳に関し地方公共団体が９条２項に基づき実施する事務（独自利用事

務）については、独自利用事務を定めた条例の制定状況等に係る調査結果を踏

まえ、当該条例を制定する地方公共団体が増加するよう、その制定による効果

等を、地方公共団体に令和元年度中に周知する。

なお、療育手帳関係情報を情報連携の対象とすることについては、独自利用

事務を定めた条例の今後の制定状況等を踏まえつつ、中長期的に検討を行う。

● マイナポータルとは

https://www.cao.go.jp/bangouseido/myna/index.html（内閣府ホームページ）

【照会先】

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課人材養成・障害認定係

TEL：03-5253-1111（内線 3029）
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８ 障害者手帳に関する周知等 

 

 

（１）障害者手帳に係る写真について 

身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付申請の際に

添付する写真については、脱帽した状態で写したものと定めているところで

ある。 

今般、第３期がん対策推進基本計画にもとづく「がんとの共生」に係る施

策として、アピアランスケア（医学的・整容的・心理社会的支援を用いて、

外見の変化を補完し、外見の変化に起因するがん患者の苦痛を軽減するケ

ア）によるがん患者の QOL の向上に向けた取組が進められていることを踏ま

え、各手帳における写真の規定について、宗教上又は医療上の理由により顔

の輪郭が分かる範囲で頭部を布等で覆った写真を添付することを可能とす

るための所要の改正を行う予定であるためご承知おき願いたい。 

なお、現時点においても、がん患者等から帽子等を着用した状態での写真

の使用について申出があった際には、柔軟に対応していただきたい。 

 

（２）障害者手帳における旧姓併記について 

身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳における氏名の記

載について、旧姓使用・併記に係る特段の定めはしていないが、令和元年６

月に公表された「規制改革推進に関する第５次答申」において、各種国家資

格等における旧姓使用の範囲拡大に係る措置を講ずることとされたことに

鑑み、各障害者手帳においても、手帳交付申請者から旧姓使用・併記に係る

申出があった際には、柔軟に対応していただきたい。 

 

（３）障害者手帳のカード化に係る周知について 

平成 31 年 4 月 1 日の身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳に係る

制度改正において、各自治体の判断により、カード形式の障害者手帳の導入

が可能となったところであり、一部の自治体においては、カード形式の障害

者手帳の導入に向け、より具体的な検討が進められていると承知している。 

今後は、カード形式の障害者手帳を導入している自治体と導入していない

自治体が混在する状況になることが想定されるが、カード形式の障害者手帳

を所持している者が他の自治体に転出した際には、転出先の自治体において

も当該カード形式の手帳を継続して使えるよう、各自治体において、例えば、

各種行政手続に係る障害者手帳への記載事項を省略する等、関係部局間で予

め対応方針を検討されたい。 
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９ マイナポータルを活用した電子手続きについて 

 

障害福祉施策に係るマイナポータルにおけるサービス検索や申請等手続の

オンライン化については、申請者等の手続負担の軽減が期待できることから、

対象手続の追加を予定している。 

対象手続の追加に当たっては、まず、内閣府が運営するマイナポータルのサ

ービス検索・電子申請機能において申請者等が手続できるようにするため、

自治体において、必要な情報を登録する必要がある。 

手続追加の対応については、自治体の義務とされているものではないが、今

後、運用に係る事務連絡やガイドラインを示す予定であるため、それらを確

認のうえ、積極的に取り組んでいただくよう、御協力をお願いする。 

 

 

10 インフラ長寿化に係る個別施設計画の策定 

 

 平成 25 年 11 月に策定された「インフラ長寿命化基本計画」（インフラ老朽

化対策の推進に関する関係省庁連絡会議決定。以下「基本計画」という。）に

おいて、今後、公共施設等が一斉に更新時期を迎えることが見込まれる中で、

中長期的な維持管理・更新等に係るトータルコストの縮減や予算の平準化を

図る方向性が打ち出された。 

これを受け、厚生労働省では、所管又は管理する施設の維持管理等を着実

に推進するための中期的な取組の方向性を明らかにするため、平成 27 年３月

に「厚生労働省インフラ長寿命化計画（行動計画）」を策定している。 

また、各地方自治体においても、基本計画において、域内のインフラの維持

管理・更新等を着実に推進するための中期的な取組の方向性を明らかにする

計画として、「インフラ長寿命化計画」（＝「公共施設等総合管理計画」）を平

成 28 年度までに策定するとともに、公立の社会福祉施設等を含め個別施設毎

のメンテナンスサイクルの実施計画として、「対策の優先順位の考え方」、「個

別施設の状態等」、「対策内容と時期」、「対策費用」等を記載した「個別施設毎

の長寿命化計画（個別施設計画）」を 2020 年度までに策定することとなって

いる。 

公立の社会福祉施設等の「個別施設計画」については、毎年、策定状況を報

告いただいているところであるが、公立の障害福祉施設等においては、平成

31 年４月１日時点の調査によれば、策定率は 25％と低調な状況にある。 

こうした状況を踏まえ、厚生労働省では、社会福祉施設等の長寿命化計画

を策定する際の参考となる手引を作成し、「「社会福祉施設等に係るインフラ
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長寿命化計画（個別施設計画）策定のための手引」について」（令和元年 12 月

27 日付け子子発 1227 第１号厚生労働省子ども家庭局子育て支援課長ほか通

知）により、周知したところである。 

障害福祉施設等の計画的かつ効率的な修繕等の実施によって、障害福祉施

設等の長寿命化を図り、トータルコストの縮減につなげていくことは重要で

あり、都道府県等においては、個別施設計画の確実な策定をお願いする。 
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「東京2020大会期間中の首都高速道路における料金上乗せ」の実施に際し

料金上乗せにならないための手続きのご案内
（障がい者・福祉関係車両）

Ａ）障がい者手帳の交付を受けている方が運転または同乗する車両
対象となる障がい者手帳：①身体障害者手帳 ②療育手帳（愛の手帳） ③精神障害者保健福祉手帳
■ 本人が運転または同乗するものに限る（１人につき１台まで申請可能）。■ 障がいの種別・程度は不問

Ｂ）社会福祉法第２条に規定する社会福祉事業の用に供する車両
■ 施設等の利用者が同乗するものに限る。

練馬 ＊＊＊

あ 12ｰ34
練馬 ＊＊＊

り 12ｰ34

東京都からお知らせ

ETC搭載車限定

9.68.25

オリンピック
開催期間

パラリンピック
開催期間

＜ご確認ください＞ 以下の場合は「申請不要」で料金上乗せの対象外となります。

「有料道路における 障がい者割引制度」の適用を受ける方
※障がい者割引制度の適用を受ける方は、ETC車・現金車どちらも料金上乗せ対象外

一般に、ナンバープレート色が
「白地に緑文字」または「黄色地に黒文字」の自家用車両のうち、
分類番号が「4**」または「6**」または「8**」の車両

一般に、ナンバープレート色が
「緑地に白文字」または「黒地に黄色文字」の事業用車両

首都高速道路の５車種区分における「中型車」「大型車」「特大車」

黄色文字白文字

練馬 ＊＊＊

さ 12ｰ34

緑文字
練馬 ＊＊＊

あ12ｰ34

黒文字

2020. 5.22 消印有効

料金上乗せの対象外となる期間

下記の車両は事前申請すると料金上乗せの対象外となります

申請期間

申請期間（第2期）2020.7.1 ~ 7.31（予定）
※パラリンピック開催期間中のみが対象となります。
なお、上記申請期間は、現時点での予定です。決まり次第、
改めてお知らせいたします。
オリンピック開催期間から料金上乗せの対象外とするため
には、５月２２日までに申請が必要です。

7.20 8.10

申請時期により「料金上乗せ対象外となる期間」が異なります。早めの申請をお願いします。

9.68.25

パラリンピック
開催期間

第２期受付分の料金上乗せの対象外となる期間

7.20 8.10オリンピック開催期間中は

料金上乗せとなります

※「障がい者割引」
について詳しくはHPへ

分類番号白地 黄色地

緑地 黒地

分類番号
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A）障がい者手帳の交付を受けている方が運転または同乗する車両

必要書類（A・B共通で必要なもの）

□ ④ 障がい者手帳 ※ 住所、氏名、手帳番号および発行者が分かる部分全て

□ ⑤ ETCカード（本人名義）

【送 付 先】〒163-8001 東京都 都市整備局 都市基盤部内
「2020料金上乗せ 対象外申請窓口」行

【申請期間】令和２年５月２２日（金）まで 消印有効
※第2期の申請期間は令和２年７月１日（水）から７月３１日（金）までを予定
※申請時期により「料金上乗せ対象外となる期間」が異なります。

【問合せ先】電話 ０３-５３８８-３３９０（平日9時から17時まで）
FAX ０３-５３８８-１３５４（耳の不自由な方のFAX通信）
注）問合せ先は令和2年4月1日から変更となります。新番号は別途お知らせします。

申請からご利用までの流れ

必要事項を記入した「①申請書」と「②～⑤（※コピーしたもの）」を郵送してください。

申請書類

Ｂ）社会福祉法第２条に規定する社会福祉事業の用に供する車両

□ ④ 第一種社会福祉事業の場合：事業許可証
第二種社会福祉事業の場合：事業届出書一式（定款その他の基本約款を含む。）

□ ⑤ ETCカード ※申請する車両のETC車載器に入れて利用するETCカード

登録した「自動車＋車載器＋ETCカードの組合せ」でETCレーンを通行
すると、料金上乗せされません。
※出口通過時には上乗せ後の料金が案内されますが、上乗せされない料金で請求されます。

申請書類を「2020料金上乗せ 対象外申請窓口」宛てに郵送
※ 封筒および切手は各自でご準備ください。
※ 申請書は福祉窓口等で配布するほか、東京都HPからダウンロードもできます。

東京都から申請者に送付される「登録結果通知書」で登録内容を確認
※ 書類審査および首都高速道路株式会社においてシステム登録が完了した後、
申請書に記載の住所宛てに送付します。

① 申請手続

③ 料金所での通行方法

□ ① 申請書（様式）
□ ② 自動車検査証または軽自動車届出済証
□ ③ ETC車載器管理番号が確認できるもの ※ ETC車載器セットアップ申込書・証明書など

Ａ
ま
た
は
Ｂ
を
添
付

② 登録内容の確認

※ 未成年の方等で、本人以外の運転により適用除外を受ける場合は
親権者又は後見人名義等のETCカードも対象

※料金上乗せ除外手続
の詳細はHPへ
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東京 2020大会期間中の首都高における料金上乗せ対象外申請書 

太枠内のみご記入ください（枠からはみ出さないよう丁寧に記入してください）。 

申請年月日 2020年    月    日 

ふりがな  

生年月日 (西暦)   年  月  日 
申請者氏名  

住  所

（登録結果通知書送付先） 
 〒 

日中連絡を取るこ

とができる連絡先 
電話   （   ） FAX   （   ） 

自動車登録番号 

又は車両番号 【記載例：品川○○○あ○○－○○】 

ＥＴＣ 

カード 

名義 
（カナ又はローマ字） 

 

番号 
（左詰：14～19桁） 

 

                   

ＥＴＣ 

車載器 
管理番号 

（5桁-8桁-6桁） 
 

     -         -       

以下は、Ａ）又はＢ）のいずれか該当するものを記入 

Ａ）障がい者手帳の交付を受けている方が運転または同乗する車両の場合 

手帳番号 
〔①身体障害者手帳／②療育手帳／③精神障がい者保健福祉手帳〕←該当するものに○ 

 

 
発行者  

Ｂ）社会福祉法第２条に規定する社会福祉事業の用に供する車両の場合 

施設の名称 

（経営者の名称） 
 

【記入上の注意】 
 ○「東京都からお知らせ」の内容を十分ご確認の上、記載例を参考にご記入ください。 
 ○名義・番号は ETC カードのとおり記入してください。 
 ○番号は、ハイフンやスペースは含めず、左詰めで記入してください。 
 ○管理番号は「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」のとおり記入してください。 
【個人情報の取扱いについて】 
 ○東京都は、収集した個人情報のうち首都高速道路株式会社において料金上乗せ対象外とするために必要な

情報のみ、首都高速道路株式会社へ提供を行うこととします。 
【通行上の注意】 
 ○料金上乗せが除外される通行は「登録された ETCカードを登録された ETC車載器に挿入し、ETC レーンを

無線通行した場合」に限ります。 
  本登録と異なる ETCカード又は ETC車載器でご利用された場合は、料金上乗せ除外は適用されませんので

ご注意ください。 
 ○ETC 無線通行時に通信エラーなどにより、料金所で開閉バーが開かなかった場合は、料金所係員が対応し

ますので、料金所係員に ETC カードを手渡し「ETC 無線通行」である旨をお伝えいただき、返却後の ETC
カードを確実に車載器に挿入し出口を無線通行してください。 

 ○登録された障がい者若しくは施設の方が他人に本除外措置を受けさせた場合又は虚偽の申請があった場
合は本除外登録を抹消します。また、障がい者ご本人又は施設以外の方が本除外措置を受けた場合は、道
路整備特別措置法第 26 条の規定により、通常料金の他に不法に免れた額の 2 倍の額を割増金としてお支
払いいただきます。  

※以下の場合は、【手続不要】で料金上乗せの除外となります。 
○『有料道路における障害者割引制度』の適用を受ける方 

 ○「8ナンバー（特種用途車両）」、「4又は 6ナンバー（小型貨物自動車）」の車両 
○「事業用ナンバー ※一般に「緑地に白文字」又は「黒地に黄色文字」」の車両 
○ 首都高の 5車種区分における「中型車」、「大型車」、「特大車」 
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申請書の記入方法について（記載例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A）障がい者手帳の交付を受けている方が運転または同乗する車両の場合  

〔①の留意事項〕・障がい者ご本人の氏名・住所・生年月日をご記入ください。 

〔②の留意事項〕・「有料道路における 障がい者割引制度」の適用を既に受ける方は手続不要です。 

・ETCカードは障がい者ご本人名義のものに限ります。 

ただし、未成年の障がい者の方等で、本人以外の運転により適用除外を受ける場合は親権者

又は後見人名義等の ETCカードも対象となります。 

〔③の留意事項〕・手帳番号欄に、申請者が交付を受けている障がい者手帳に記載のとおりご記入ください。 

 

 B）社会福祉法第 2条に規定する社会福祉事業の用に供する車両の場合  

〔①の留意事項〕・住所は、施設又は主たる事業所の所在地をご記入ください。 

〔②の留意事項〕・複数台の登録を行う場合は、台数分の申請書類（申請書＋②を証明する書類）が必要です。 

なお、1枚の申請書に記載された「ETCカードと ETC車載器の組合せ」で無線通行した場合

のみ、料金上乗せの除外が適用されます。 

〔③の留意事項〕・添付する証明書類に記載の通りご記入ください。 

なお、複数台の登録を行う場合も、③を証明する書類は 1部の提出で構いません。 

 

※封筒に貼り付けて、 

宛先としてご利用いただけます   ⇒ 

① 

② 

③ 

※
記
載
上
の
留
意
事
項
は
以
下
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

〒１６３－８００１ 

東京都 都市整備局 都市基盤部内 

「2020 料金上乗せ 対象外申請窓口」行 

✂ 切り取り線 

東京 2020大会期間中の首都高における料金上乗せ対象外申請書 

太枠内のみご記入ください（枠からはみ出さないよう丁寧に記入してください）。 

申請年月日 2020年   ○月   ○日 
ふりがな   とうきょう たろう 

生年月日 (西暦) ○○○○年○月○日 
申請者氏名   東京 太郎 

住  所

（登録結果通知書送付先） 
 〒○○○－○○○○  東京都○○区○○ ○丁目○番○号 

日中連絡をとるこ

とができる連絡先 
電話 ○○（○○○○）○○○○ FAX ○○（○○○○）○○○○ 

自動車登録番号 

又は車両番号 
品川５００ は ○○－○○       【記載例：品川○○○あ○○－○○】 

ＥＴＣ 

カード 

名義 
（カナ又はローマ字） 

トウキョウタロウ（ＴＡＲＯ ＴＯＫＹＯ） 

番号 
（左詰：14～19桁） 

 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７     

ＥＴＣ 

車載器 
管理番号 

（5桁-8桁-6桁） 
 

１ ２ ３ ４ ５ － １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ － １ ２ ３ ４ ５ ６ 

以下は、Ａ）又はＢ）のいずれか該当するものを記入 

Ａ）障がい者手帳の交付を受けている方が運転または同乗する車両の場合 

手帳番号 
〔①身体障害者手帳／②療育手帳／③精神障がい者保健福祉手帳〕←該当するものに○ 

東京－○○○○○○○○ 
発行者 東京都 

Ｂ）社会福祉法第 2条に規定する社会福祉事業の用に供する車両の場合 

施設の名称 

（経営者の名称） 
○○○○○○○○○ 

 

※記載例は、カード番号 15桁の場合 
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公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会  

<Tokyo 2020.NEWS-2020-035> 

 2020年 1月 28日 

 

パブリックビューイング・ガイドラインを公表 

4月 1日から実施申請の受付けを開始 

 

 東京 2020 組織委員会は、東京 2020 大会におけるパブリックビューイングの具体的な申請方法の

詳細等を記載したパブリックビューイング・ガイドラインを本日公表しました。実施申請の受付けは、

4月 1日（水）から開始します。ガイドラインの内容や申請の詳細等については、以下公式ウェブサ

イトからご確認ください。 

 

【パブリックビューイングの実施申請について】 

https://tokyo2020.org/jp/get-involved/livesite/public-viewing/ 

 

【東京 2020大会のライブサイト等について】 

東京 2020大会期間中、競技会場外のライブサイトやパブリックビューイングで、大型スクリーンを

利用した競技中継等を通じて競技観戦を楽しみ、大会の感動と興奮を共有することができます。 

詳細は以下からご確認ください。 

https://tokyo2020.org/jp/get-involved/livesite/ 

 

【本件に関するお問い合わせ】 

（報道関係者専用） 

東京 2020組織委員会 

広報局広報部戦略広報課 

担当：安野、矢吹 

電話：03-6631-1949 / FAX：03-6220-5801 

Email：pressoffice@tokyo2020.jp 

 

（報道関係者以外） 

 東京 2020お問い合わせ窓口 

電話番号：0570-09-2020（有料） 

受付時間：9：00～17：00 

土日祝日、年末年始を除く 
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★ 加⼊資格、掛⾦（保険料）、年⾦額等の詳細については、保護者の方がお住まい
の地⽅公共団体（都道府県・指定都市）の「障害者扶養共済制度担当」へお問い
合わせください。

心身障害者扶養保険事業 検索
★ 制度の概要については、(独)福祉医療
機構ホームページ「心身障害者扶養保
険事業」をご覧ください。

厚⽣労働省

親あるうちにできること。
お子さんに、生涯の安心を…。

毎月２万円
の終身年金

都道府県・指定都市が実
施している任意加入の制
度です。

保護者が死亡、または重度
障害になったときに、障害
のある方に毎月２万円が生
涯にわたって支給されます。
(２口加入の場合は４万円)

制度の運営に関する事
務経費などの「付加保
険料」が必要ないため、
掛⾦が安くなっていま
す。

保護者が⽀払う掛⾦は
所得控除の対象になる
ので、所得税・住⺠税
の軽減につながります。

死亡･重度障害

年金支給の開始

保護者

障害のある方

月9,300円～※

月２万円(１口)～

掛金が割安 税制優遇
公的制度
だから安心

一生涯

※保護者の年齢等によって異なります

（しょうがい共済）

障害者扶養共済制度
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・加入時点の保護者の年齢によって決まります。保護者の年齢が若い
うちにご加入いただくことで、月額の掛金は安くなります。
【例】30歳：9,300円 40歳～44歳：14,300円 60歳～64歳：23,300円など

・民間保険と比べて安いのが特徴です。

・各都道府県および指定都市が、条例に基づき実施しています。
・独立行政法人福祉医療機構が年金給付に必要な資金を大切に運用し

ます。

・年齢が６５歳未満で健康であることや、一定程度の障害のある方を
扶養していることなどの要件があります。

・掛金の全額が所得控除の対象となることから、所得税・住民税の軽
減につながります。年金を受け取る際も、所得税、住民税、相続税、
贈与税がかかりません。

・はい、受け取れます。
しかも、障害者扶養共済制度（しょうがい共済）により支給される
年金は、生活保護の収入認定から除かれます。

※ 制度の見直しにより掛金が改訂されることがあります。

・親族の方などを「年金管理者」としてご指定いただきます。
年金管理者が障害のある方に代わって年金の請求や受領、管理をす
ることができます。
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厚 生 労 働 省 職 業 安 定 局

最近の障害者雇用対策について

令和２年３月９日

36



障害者雇用対策の概要

137



〇雇用義務制度
事業主に対し、障害者雇用率に相当する人数の障害者の雇用を義務づけ。
・民間企業 2.2％ ・国、地方公共団体等 2.5％ ・都道府県等の教育委員会 2.4％

〇納付金制度
障害者の雇用に伴う事業主（常用労働者100人超）の経済的負担の調整。
・ 障害者雇用納付金（雇用率未達成事業主）不足１人 月額５万円徴収
※ 常用労働者100人超200人以下の事業主は、不足１人月額４万円

・ 障害者雇用調整金（雇用率達成事業主） 超過１人 月額２万７千円支給
100人以下の事業主には報奨金制度あり。

〇納付金助成金制度
納付金を財源として障害者を雇い入れるための施設の設置、介助者の配置等に助成金を支給。

〇トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)
障害者の常用雇用への移行を推進するため、ハローワーク等

の紹介により原則３か月（精神障害者は６か月）のトライアル
雇用を行う事業主に対し助成金を支給。

〇特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コース）
ハローワーク等の紹介により障害者等を雇用する事業主に対し
助成。

〇特定求職者雇用開発助成金（障害者初回雇用コース）
障害者雇用の経験がない中小企業で、初めての雇入れにより

法定雇用障害者数以上の障害者を雇用した場合、助成金を支給。
等

※ その他、障害特性に応じた支援策を講じている。

障害者雇用のための助成措置障害者雇用義務制度等

身近な地域において雇用、保健、福祉、教育等の地域の関係機関のネットワークを形成し、就業面と生活面にわたる一体的な支援を実施。

＊主な支援内容 ①就業支援…就業に向けた準備支援、求職活動、職場定着支援など障害特性を踏まえた雇用管理に関する助言

②生活支援…生活習慣形成、健康管理等の日常生活の自己管理に関する助言 住居、年金、余暇活動など生活設計に関する助言など

職場での適応に課題を有する障害者に対して、職場適応援助者
（ジョブコーチ）を事業所に派遣または配置し、職場での課題を
改善し、職場定着を図るためのきめ細かな人的支援を実施。

＊主な支援内容
○障害者向け…職場内コミュニケーション、作業遂行力の向上支

援など
○事業主向け…職務内容の設定、指導方法に関する助言など

職場適応援助者（ジョブコーチ）による支援

障害者就業・生活支援センターにおける支援

労働局・ハローワークにおける支援

○職業紹介等（ハローワーク）
専門職員や職業相談員による障害の種類・程度に応じたきめ細かな職業相談・紹介、職場定

着支援指導等を実施。

〇チーム支援（ハローワーク）
就職を希望する障害者に対し、ハローワークを中心に福祉施設等の職員、その他の就労支援

者からなる「障害者就労支援チーム」を結成し、就職の準備段階から職場定着までの一貫した

支援を実施。

〇福祉、教育、医療から雇用への移行推進事業（労働局・ハローワーク）
企業、障害者とその保護者や就労支援機関等の職員等の、障害者が企業で就労することに対

する不安感等の払拭や理解促進を図るため、就労支援セミナー等により企業理解を促進すると
ともに、障害者に対する職場実習を推進。

障害者に対して作業能力向上、労働習慣の体得等の支援を行うほか、事業主に対して障害者雇用に関する相談･援助を実施。

地域障害者職業センターにおける支援

障害者雇用対策について
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障害者のうち、左記
に該当しない者

・発達障害者
・難治性疾患患者
等

身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害（以下「障害」と総称する。）があるた
め、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者（法第2条第１号）

障害者のうち、身体障害
がある者であって別表に
掲げる障害があるもの

（法第2条第2号）

障害者のうち、知的障害が
ある者であって省令（※１）
で定めるもの

（法第2条第4号）

※１ 知的障害者更生相談所等
により知的障害があると判
定された者

身体障害者 知的障害者 精神障害者

その他

精神障害者保健
福祉手帳所持者

事業主は、･･･その雇用する対象障害者である労働者の数が、その雇用する労働者
の数に障害者雇用率を乗じて得た数以上であるようにしなければならない。 （法第43
条第1項）

・・・「対象障害者」とは、身体障害者、知的障害者又は精神障害者（・・・精神障害者
保健福祉手帳の交付を受けているものに限る。・・・）をいう。（法第37条第2項）

雇用義務の対象

障害者

障害者のうち、精神障害がある者であって省令
（※２）で定めるもの （法第2条第6号）
※２ 次に掲げる者であって、症状が安定し、就労が可

能な状態にあるもの

※①～③の手帳所持者を
除く。

①統合失調症
②そううつ病(そう
病･うつ病を含む)
③てんかん

障害者雇用促進法における障害者の範囲、雇用義務の対象
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障害者雇用率制度について

障害者について、一般労働者と同じ水準において常用労働者となり得る機会を確保することとし、常用労

働者の数に対する割合（障害者雇用率）を設定し、事業主等に障害者雇用率達成義務を課すことにより、そ

れを保障するものである。

■ 民間企業における雇用率設定基準

対象障害者である常用労働者の数＋ 失業している対象障害者の数
障害者雇用率 ＝

常用労働者数 + 失業者数

※ 短時間労働者は、原則、１人を０．５人としてカウント。
※ 重度身体障害者、重度知的障害者は１人を２人としてカウント。短時間重度身体障害者、重度知的障害者は１人としてカウント。

■ 特殊法人、国及び地方公共団体における障害者雇用率

一般の民間企業の障害者雇用率を下回らない率をもって定めることとされている。

（参考） 現行の障害者雇用率 （平成30年４月１日から。令和３年４月より前に、さらに、0.1％ずつの引き上げ。 ）

＜国及び地方公共団体＞

国、地方公共団体 ＝ ２．５％

都道府県等の教育委員会 ＝ ２．４％

＜民間企業＞

民間企業 ＝ ２．２％

特殊法人等 ＝ ２．５％ 440



障害者雇用納付金制度について

法定雇用率
未達成企業

法定雇用率
達成企業

※ 額は平成30年度の制度・実績。

全ての事業主は、社会連帯の理念に基づき、障害者に雇用の場を提供する共同の責務を有する。

障害者の雇用に伴う経済的負担を調整するとともに、障害者を雇用する事業主に対する助成・援助を行うため、

事業主の共同拠出による納付金制度を整備。

雇用率未達成企業（常用労働者１00人超）から納付金（不足１人当たり原則月５万円）を徴収。

雇用率達成企業に対して調整金（超過１人当たり月２万７千円）・報奨金を支給。

雇用
障害者数

雇用
障害者数

「納付金」の徴収
【不足１人当たり 月額５万円】

法定雇用
障害者数

未達成

達 成

（常用労働者100人超200人以下の事業主は、
不足１人あたり月額４万円）

未達成企業(100人超) 285億円

達成企業(100人超) 198億円

「調整金」の支給
【超過１人当たり 月額２万７千円】

「報奨金」の支給
【超過１人当たり 月額２万１千円】

達成企業（100人以下） 45億円
（雇用率４％超又は６人超雇用に限る）

「助成金」の支給
（施設整備費用等）

企業全体 ７億円

541



◎ 障害者に対する差別禁止※1、合理的配慮の提供義務※2 を規定 【施行期日 平成28年4月1日】

◎ 必要があると認めるときは、厚生労働大臣から事業主に対し、助言、指導又は勧告を実施。

【差別の主な具体例】

【合理的配慮の主な具体例】

募集・採用の機会
○ 身体障害（車いすの利用、人工呼吸器等の使用の否定を含む）、知的障害、精神障害があること

を理由として、募集・採用を拒否すること など

賃金の決定、教育訓練の実
施、福利厚生施設の利用な
ど

障害者であることを理由として、以下のような不当な差別的取扱いを行うこと
○ 賃金を引き下げること、低い賃金を設定すること、昇給をさせないこと
○ 研修、現場実習をうけさせないこと
○ 食堂や休憩室の利用を認めないこと など

募集・採用の配慮
○ 問題用紙を点訳・音訳すること・試験などで拡大読書器を利用できるようにすること・試験の回答

時間を延長すること・回答方法を工夫すること など

施設の整備、援助を行う者
の配置など

○ 車いすを利用する方に合わせて、机や作業台の高さを調整すること
○ 文字だけでなく口頭での説明を行うこと・口頭だけでなくわかりやすい文書・絵図を用いて説明

すること・筆談ができるようにすること
○ 手話通訳者・要約筆記者を配置・派遣すること、雇用主との間で調整する相談員を置くこと
○ 通勤時のラッシュを避けるため勤務時間を変更すること など

※１ 不当な差別的取扱いを禁止。このため、職業能力等を適正に評価した結果といった合理的な理由による異なる取扱いが
禁止されるものではない。

※２ 事業主に対して過重な負担を及ぼすときは提供義務を負わない。

障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務について
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障害者雇用の現状
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障害者雇用の状況

（令和元年６月１日現在）

○ 民間企業の雇用状況
雇用者数 56.1万人 （身体障害者35.4万人、知的障害者12.8万人、精神障害者7.8万人）
実雇用率 2.11％ 法定雇用率達成企業割合 48.0％

○ 雇用者数は16年連続で過去最高を更新。障害者雇用は着実に進展。

844



ハローワークにおける障害者の職業紹介状況

○ 平成30（2018）年度の就職件数・新規求職申込件数は、前年度から更に増加。

○ 就職件数は102,318件と10年連続で増加。新規求職申込件数は211,271件と19年連続で増加。
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全 数 全 数

身体障害者

知的障害者

精神障害者
その他

精神障害者

知的障害者

その他

身体障害者

４４，４６３件 １０２，３１８件

50.9％

22,623件

26.7％

11,889件

21.3％
9,456件 1.1％

495件

47.0％
48,040件

21.7％
22,234件

5.1％
5,203件

26.2％

26,841件

平成20年度 平成30年度

ハローワークにおける職業紹介状況（就職件数）
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改正障害者雇用促進法の概要
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障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律（令和元年法律第36号）の概要

障害者の雇用を一層促進するため、事業主に対する短時間労働以外の労働が困難な状況にある障害者の雇入れ及び継続雇用の支援、

国及び地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な把握等に関する措置を講ずる。

改正の趣旨

１．障害者の活躍の場の拡大に関する措置

⑴ 国及び地方公共団体に対する措置

① 国及び地方公共団体の責務として、自ら率先して障害者を雇用するように努めなければならないこととする。

② 厚生労働大臣は、障害者雇用対策基本方針に基づき、障害者活躍推進計画作成指針を定めるものとし、国及び地方公共団体は、同指針に即し

て、障害者活躍推進計画を作成し、公表しなければならないこととする。

③ 国及び地方公共団体は、障害者雇用推進者（障害者雇用の促進等の業務を担当する者）及び障害者職業生活相談員（各障害者の職業生活に

関する相談及び指導を行う者）を選任しなければならないこととする。

④ 国及び地方公共団体は、厚生労働大臣に通報した障害者の任免状況を公表しなければならないこととする。

⑤ 国及び地方公共団体は、障害者である職員を免職する場合には、公共職業安定所長に届け出なければならないこととする。

⑵ 民間の事業主に対する措置

① 短時間であれば就労可能な障害者等の雇用機会を確保するため、短時間労働者のうち週所定労働時間が一定の範囲内にある者（特定短時間

労働者）を雇用する事業主に対して、障害者雇用納付金制度に基づく特例給付金を支給する仕組みを創設する。

② 障害者の雇用の促進等に関する取組に関し、その実施状況が優良なものであること等の基準に適合する中小事業主（常用労働者300人以下）

を認定することとする。

２．国及び地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な把握等に関する措置

⑴ 厚生労働大臣又は公共職業安定所長による国及び地方公共団体に対する報告徴収の規定を設ける。

⑵ 国及び地方公共団体並びに民間の事業主は、障害者雇用率の算定対象となる障害者の確認に関する書類を保存しなければならないこととする。

⑶ 障害者雇用率の算定対象となる障害者であるかどうかの確認方法を明確化するとともに、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、国及び地

方公共団体に対して、確認の適正な実施に関し、勧告をすることができることとする。

改正の概要

施行期日

令和２年４月１日（ただし、１．⑴①及び２．⑴については公布の日（令和元年６月14日）、１．⑴③④⑤並びに２．⑵及び⑶については公布

の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める日（令和元年９月６日）） 1248



障害者雇用をめぐる現状・課題と対応（改正法の概要）

国・地方公共団体 民間
障害者の任免状況について、再点検結果を公表（H30.8）

多くの機関において、対象障害者の不適切な計上があり、
法定雇用率を達成していない状態であることが明らかになった。

関係閣僚会議で「基本方針」を決定し、取組を開始（H30.10）

※ 同方針において、引き続き、法的整備を視野に入れた検討を行う旨を表明

企業努力の積み重ねにより、障害者雇用は着実に進展

精神障害者や中小事業主における障害者雇用に課題

短時間であれば就労可能な
障害者等の雇用機会の確保

精神障害者や重度障害者を
含めた、

障害者雇用の計画的な推進
対象障害者の不適切計上の

再発防止

週20時間未満の障害者を
雇用する事業主に対する
特例給付金の新設

国等が率先して障害者を
雇用する責務の明確化
「障害者活躍推進計画」の
作成・公表の義務化
障害者雇用推進者・
障害者職業生活相談員の
選任の義務化

報告徴収の規定の新設
書類保存の義務化
対象障害者の確認方法の
明確化

⇒ 適正実施勧告の規定の新設

中小企業における
障害者雇用の促進

中小事業主（300人以下）
の認定制度の新設

（H29.6.1時点） 実雇用率 不足数

国 2.50% ⇒ 1.17% 2.0人 ⇒ 3,814.5人

地方公共団体 2.40% ⇒ 2.16% 677.0人 ⇒ 4,734.0人

雇用者数は、15年連続で過去最高を更新

（H20： 32.6万人 ⇒ H30： 53.5万人）

ハローワークにおける障害者の年間就職件数は、10年連続で増加

（H20： 44,463件 ⇒ H30： 102,318件）

現
状

課
題

対
策(

改
正
法
の
概
要)

《施策の基本理念》 社会連帯の理念に基づく事業主の共同の責務として、障害者雇用を促進

精神障害者の年間就職件数は増加しているが、雇用者数がまだ少ない

ハローワークにおける精神障害者の就職 4万5千件（障害者全体の半分）※H29

⇔雇用者数（精神障害者） 6.7 万人（障害者全体の1割） ※H30

精神障害者は、短時間労働者の割合が多い （3割）

⇔身体障害者 1割、知的障害者 2割 ※H30

中小企業における障害者雇用が進んでいない

実雇用率：全体 2.05%

⇔100人以上300人未満 1.91%、45.5人以上100人未満 1.68%  ※H30

※法定雇用率 2.3％（H30.4～ 2.5％）
（ただし、都道府県等の教育委員会は 2.2％（H30.4～ 2.4％））

①チェック機能の強化
②法定雇用率の速やかな達成に向けた計画的な取組
③国・地方公共団体における障害者の活躍の場の拡大
④公務員の任用面での対応等

13

［再点検前 ⇒ 再点検後］
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障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議
令和元年５月10日 衆議院厚生労働委員会

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一 国及び地方公共団体における障害者活躍推進計画の作成に当たっては、障害者団体の参画を得て指針を策定するとともに、現に就労している障害者、地域の

関係者等からの意見を踏まえつつ、その内容について、「障害者差別禁止指針」及び「合理的配慮指針」を基準として、国及び地方公共団体における採用方法、

採用後の労働環境等の実態の把握及び公表並びに実態を踏まえた改善策を当該計画に盛り込むこと。また、当該計画の実施に当たり、地方公共団体間で格差

が生じないよう、各地方公共団体の財政状況や地域事情に応じて、計画実現のための必要な支援を検討すること。

二 国及び地方公共団体による障害者の大量採用の影響を受けて法定雇用率未達成となった民間企業については、その実態把握に努め必要な支援策を検討す

ること。

三 対象者の範囲を含む障害者用率制度の在り方及び助成金の支給を含む障害者雇用納付金制度の在り方について、障害者団体が参画する検討の場を設ける

こと。その際、障害者雇用率制度の対象者の範囲については、障害者基本法及び障害者雇用促進法の障害者の定義を踏まえ、障害者手帳所持者以外も含める

ことを検討すること。

四 障害者雇用率制度において長期の雇用に対するインセンティブを付与することを検討する等、障害者の平均勤続年数の増加に向けた施策に取り組むこと。

五 除外率制度の廃止に向けて、労働政策審議会において遅滞なく検討すること。

六 在宅就業障害者支援制度について、民問企業を含む関係団体の意見を踏まえつつ、その充実に向けて取り組むこと。また、福祉的就労の場への仕事の発注

に関して、民間企業等からの発注促進策について検討すること。

七 国、地方公共団体及び民間企業における障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供の実施状況について、その実態を幅広く把握し、個人情報の保

護に留意しつつ公表すること。また、実態把握に当たっては、事業主だけでなく雇用されている障害者及び障害者団体からの意見や情報を十分に反映すること。

八 障害者が働くための人的支援など合理的配慮を含む環境整備に関する支援策の充実強化に向けて検討すること。また、職場介助者や手話通訳者の派遣等の

人的支援に関し、現行制度上の年限の撤廃及び制度利用の促進について検討すること。

九 男女別の障害者の雇用状況等の実態把握を行い、障害のある女性の複合的困難に配慮したきめ細かい支援を講ずること。

十 労使、障害者団体等が参画して、雇用施策と福祉施策の一体的展開の推進を審議できる体制を速やかに整備し、制度の谷間で働く機会を得られない、又は必

要な支援等がないために継続して働くことができない等の障害者の置かれた現状を解消するため、通勤に係る障害者への継続的な支援や、職場等における支援

の在り方等の検討を開始すること。

1450



障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議①
令和元年６月６日 参議院厚生労働委員会

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一、国及び地方公共団体は自ら率先して障害者の雇用に努めるという責務を規定することの意義を重く受け止め、障害者が自らの希望や障害の特性等に応じて、

無理なく安心して、かつ働きがいを持って安定的に働くことができるよう、障害者の活躍の場の拡大に向けた取組を着実に進めること。また、民間企業における先

進的な取組事例などを参考にしつつ、障害者権利条約が求めるインクルーシブ雇用の推進も念頭に置きながら、公務部門における重度障害者の雇用の促進に

努めること。

二、国及び地方公共団体における障害者活躍推進計画の作成に当たっては、障害者団体や当事者の参画を得て指針を策定するとともに、現に就労している障害

者や地域の関係者等からの意見も踏まえつつ、その内容について、「障害者差別禁止指針」及び「合理的配慮指針」を基準として、国及び地方公共団体における

採用方法、採用後の労働環境等の実態の把握及び公表並びに実態を踏まえた改善策を当該計画に盛り込むこと。また、当該計画の実施に当たり、地方公共団

体間で格差が生じないよう、各地方公共団体の財政状況や地域事情に応じて、計画実現のための必要な支援を検討すること。

三、国及び地方公共団体による障害者の大量採用の影響を受けて法定雇用率が未達成となった民間企業については、その実態把握に努め、当該企業に対して集

中的な支援を行うことを含め、必要な支援策を速やかに検討すること。

四、対象者の範囲を含む障害者雇用率制度の在り方及び助成金の支給を含む障害者雇用納付金制度の在り方について、障害者団体が参画する検討の場を設け

ること。その際、障害者雇用率制度の対象者の範囲については、障害者基本法及び障害者雇用促進法の障害者の定義を踏まえ、障害者手帳所持者以外も含め

ることを検討すること。

五、障害者雇用においては、障害者の能力を引き出して就労できるようにすることが重要であることを踏まえ、障害者手帳は取得できないが障害によって働きづらさ

を抱える者への就労支援と、そのために必要となる就労能力の判定の在り方について、専門家による検討の場を設け、速やかに検討を開始すること。

六、障害者雇用率制度において長期の雇用に対するインセンティブを付与することを検討する等、障害者の平均勤続年数の増加に向けた施策の実現に取り組むこ

と。

七、障害者雇用の促進等に関する取組が優良な中小事業主に対する認定制度の創設に当たっては、中小企業の障害者雇用や経営の実情等を踏まえ、評価項目

等を検討すること。また、当該制度が広く普及するよう、国民に制度の周知啓発を行うとともに、認定制度の新たなメリットの付与について検討を進め、併せて、労働

関係法令違反など、制度の趣旨にふさわしくない企業の不認定及び認定取消しについても基準を設けること。
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障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議②
令和元年６月６日 参議院厚生労働委員会

八、除外率制度の廃止に向けて、除外率の段階的な引下げ等を労働政策審議会において遅滞なく検討すること。

九、在宅就業障害者支援制度について、民間企業を含む関係団体の意見を踏まえつつ、その充実に向けて取り組むこと。また、障害者就労施設等への仕事の発

注に関して、民間企業等からの発注促進策について検討すること。

十、国地方公共団体及び民間企業における障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供の実施状況について、その実態を広く把握し、個人情報の保護に

留意しつつ公表すること。また、実態把握に当たっては、事業主だけでなく雇用されている障害者及び障害者団体からの意見や情報を十分に反映すること。

十一、障害者が働くための人的支援など合理的配慮を含む環境整備に関する支援策の充実強化に向けて検討すること。また、職場介助者や手話通訳者の派遣等

の人的支援に関し、現行制度上の年限の撤廃及び制度利用の促進について検討すること。

十二、障害の種別・程度に応じた男女別、年齢層別の障害者の雇用・就労状況等の実態把握を丁寧に行い、障害のある女性や中高年齢層の複合的困難、また労

働時間など働き方に特段の対応が必要な障害者等に配慮したきめ細かい支援策を具体的に検討し、講じていくこと。

十三、労使、障害者団体等が参画して、雇用施策と福祉施策の一体的展開の推進を審議できる体制を速やかに整備し、制度の谷間で働く機会を得られない、又は

必要な支援等がないために継続して働くことがでない等の障害者の置かれた現状を解消するため、現状の把握を行うとともに、通勤に係る障害者への継続的な支

援や、職場等における支援の在り方等の検討を開始すること。

十四、教育委員会における障害者の雇用の促進のため、障害を有する教職員の採用を進めるに当たっては、文部科学省と厚生労働省が連携して、共生社会の形

成の理念のもと、必要な施策を進めること。

十五、障害を有する者の勤労意欲が増進し、また、減退しないことを主眼に置いた上で、雇用、年金、福祉等の諸制度間の連続性が確保されるよう、必要な検討を

行うこと。

右決議する。
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今後の障害者雇用施策の充実強化について（概要①）
（平成31年２月13日 労働政策審議会 障害者雇用分科会 意見書）

〇 今後の障害者雇用施策については、平成30年７月に報告書がとりまとめられた「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」の議論を十分踏まえ
つつ検討を深める必要がある。

〇 今般、国及び地方公共団体の多くで、対象障害者の確認・計上に誤りがあったことが明らかとなった。これを重く受け止めた上で、再発防止を徹底するだけで
なく、これを契機として、名実ともに民間事業主に率先垂範する姿勢のもとで、障害者の活躍の場の拡大に向けた取組を進めていくことが必要である。

〇 このような状況を踏まえ、官民問わず、障害者が働きやすい環境を作り、全ての労働者にとっても働きやすい場を作ることを目指すことが重要であるという観点
から、法的整備を中心に、今後の障害者雇用施策の充実強化に取り組むことが必要である。

第１ 民間事業主における障害者雇用の一層の促進に関する措置

① 週所定労働時間20時間未満の障害者の雇用に対する支援
短時間であれば就労可能な障害者等の就業機会の確保を支援するため、週所定労働時間20時間未満の雇用障害者数に応じて、障害者雇用納付金を財源とする

特例的な給付金を事業主に支給する。
・ 給付金の単価については、短時間労働者の雇用率のカウント（0.5）との均衡や納付金財政の持続可能性を踏まえ、調整金・報奨金の単価の４分の１程度とする。
・ 支給期間を限定しない。
・ 20時間未満の安易な雇用促進にならないよう、対象となる雇用障害者の所定労働時間の下限を10時間とする。

② 障害者雇用に関する優良な事業主の認定制度の創設
個々の中小企業における障害者雇用の進展に対する社会的な関心を喚起し、障害者雇用に対する経営者の理解を促進するとともに、先進的な取組を進めている

事業主が社会的なメリットを受けることができるよう、障害者雇用に関する優良な中小企業に対する認定制度を創設する。
その際、幅広い評価項目を設定した上で、一定の点数以上となる企業を認定する「ポイント制」とする。

③ 法定雇用率の段階的な引上げに関する検討
今後の雇用率見直し時において、法定雇用率を計算式の結果に基づき設定した上で、企業の障害者雇用状況や行政の支援状況等を勘案して、障害者雇用の質を

確保する観点から必要と考えられる場合に、当該法定雇用率までの引上げを段階的に行うように運用することとし、その具体的な引上げ幅や引上げ時期について
当分科会で議論する。
※ 法定雇用率に係る他の論点（就労継続支援Ａ型事業所の雇用者の評価、精神障害者の短時間労働者に係る雇用率のカウントの取扱い）については、

引き続き検討を行う。

〇 以下の論点については、引き続き検討する。
「中小企業に対する障害者雇用調整金及び障害者雇用納付金の適用」、「大企業及び就労継続支援A型事業所に対する障害者雇用調整金」、「障害者雇用
納付金財政の調整機能」、「除外率制度に関する対応」、「障害者雇用率制度における長期継続雇用の評価」、「自宅や就労施設等での障害者の就業機会の
確保」、「障害者雇用率制度の対象障害者の範囲の検討」、「通勤支援の検討」

〇 以下の論点については、実態の把握等を実施する。
「障害者に関する差別禁止及び合理的配慮の提供の実施状況の把握」、「障害者に対する短時間勤務制度の措置の検討」 1753



今後の障害者雇用施策の充実強化について（概要②）
（平成31年２月13日 労働政策審議会 障害者雇用分科会 意見書）

第２ 国及び地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な把握及び障害者の活躍の場の拡大に関する措置

① 国及び地方公共団体の責務の明確化及び任免状況の公表義務の創設
国等の機関は障害者雇用を推進すべき立場にあることを踏まえ、官民を問わず障害者雇用を推進していくためにも、法律において、障害者を雇用する立場としての

国等の責務を明確化するとともに、国等の機関自らが障害者の任免状況を公表する。

② 障害者雇用の質の確保に資する計画の作成・公表に係る規定の整備
国等の機関において、障害者の活躍の場の拡大のための取組を不断に実施する等、自律的なＰＤＣＡサイクルを確立できるよう、法律において、障害者雇用の質の

確保に資する計画の作成・公表に係る規定を整備する。
厚生労働省においては、国等の機関が適切に計画を作成・実施することができるよう、計画の作成指針を示す。

③ 障害者雇用推進者及び障害者職業生活相談員の選任
国等の機関に対しても、民間事業主と同様に、法律において障害者雇用推進者及び障害者職業生活相談員の選任に関する規定（相談員に関する必要な資格要件

を含む。）を整備する。

④ 国及び地方公共団体に対する報告徴収の規定の整備
障害者雇用促進法の実効性を確保するため、厚生労働省が、国等の機関に対し、報告徴収できる規定を整備する。

⑤ 国及び地方公共団体に対する解雇の届出義務の適用
障害者である労働者を解雇する場合（労働者の責めに帰すべき理由により解雇する場合等を除く。）の公共職業安定所長への届出について、解雇された障害者であ

る労働者の支援の観点から、国等の機関に対しても規定する。

⑥ 書類保存義務の明確化
常時雇用する対象障害者に関する関係書類の保存について、障害者雇用率制度を適正に運用していくため、法律上の義務とする。
※ 書類の保存義務は、官民問わず重要であることに鑑み、民間事業主においても国等と並んで法律上の義務とする。

⑦ 対象障害者の確認方法の明確化
通報対象となる障害者の確認方法について、障害者雇用率制度を適正に運用していくため、法律上明確化する。
※ 対象障害者の確認方法の明確化は、官民問わず重要であることに鑑み、民間事業主においても同様の明確化をする。

⑧ 国等の機関における納付金制度の適用等
国等から納付金を徴収することは、国民の税金から支払うことになり、結果的に国の納付義務を国民に転嫁することとなる等の課題がある。その中で、そもそも、国

等の機関は率先して障害者雇用を推進すべき立場であることから、法定雇用率の達成を前提として取組を確実に進めていくことが重要である。
なお、納付金制度は、事業主間の障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成等を行うことにより、障害者の雇用の

促進と職業の安定を図るものであり、果たしてきた機能を維持するためにも、引き続き適切に運用する。

⑨ 法定雇用率の達成に向けた計画的な取組等
各府省は、2019年１月を始期とする法令に定められた１年間を計画期間とする採用計画に基づき取組を進めることを第一としながらも、数合わせとならないよう雇用

の質の確保を図る観点から採用の進め方を検討するとともに、民間における取組も参考にしつつ、国としてどのような取組ができるか検討する。また、国等における障
害者採用による民間事業主への影響に配慮する。
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労働施策・福祉施策の連携
（通勤や職場における支援の在り方について）

1955



障害者雇用・福祉連携強化ＰTについて

主査 ： 厚生労働審議官 副主査 ： 職業安定局高齢・障害者雇用開発審議官、社会・援護局障害保健福祉部長

構 成

主な検討事項（現段階のイメージ）

・ 障害者の就労支援全体の在るべき（目指すべき）姿
・ 地域の就労支援機関の連携の強化
・ 通勤支援の在り方
・ 職場等における支援の在り方
・ 障害者雇用率制度の対象障害者の範囲
・ 障害者雇用率制度における就労継続支援Ａ型事業所の雇用者の評価
・ 就労継続支援Ａ型事業所に対する障害者雇用調整金の取扱い
・ 自宅や就労施設等での障害者の就業機会の確保の在り方 等

※１ ＰＴでの検討状況については、適宜、社会保障審議会障害者部会及び労働政策審議会障害者雇用分科会に報告、議論

第 １ 回 令 和 元 年 ７ 月 2 5 日 議事：（１）今後の検討の進め方について （２）その他

第 ２ 回 令 和 元 年 ８ 月 ７ 日 議事：（１）障害者雇用と福祉の連携強化に向けた検討体制の充実（案）について （２）その他

第 ３ 回 令 和 元 年 1 0 月 ２ 日 議事：関係者ヒアリング① （社会福祉法人りべるたす 理事長 伊藤佳世子氏（重度障害者の就労支援について））

第 ４ 回 令 和 元 年 1 0 月 ７ 日 議事：関係者ヒアリング② （(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 副統括研究員 春名由一郎氏 （海外事例について）)

第 ５ 回 令和元年10月18日 議事：（１）分身ロボットカフェの視察について （２）その他

第 ６ 回 令和元年11月12日 議事：関係者ヒアリング③（公益社団法人全国脊髄損傷者連合会（代表理事 大濱 眞氏）、一般社団法人日本ＡＬＳ協会（会長 嶋守 恵之氏）
（通勤支援や職場等における支援等の在り方について））

第 ７ 回 令 和 元 年 1 2 月 ９ 日 議事：関係者ヒアリング④（社会福祉法人日本視覚障害者団体連合（会長 竹下義樹氏）（同上））

第 ８ 回 令 和 元 年 1 2 月 ９ 日 議事：関係者ヒアリング⑤（社会福祉法人日本身体障害者団体連合会（会長 阿部一彦氏）（同上））

第 ９ 回 令和元年12月13日 議事：関係者ヒアリング⑥（一般社団法人日本経済団体連合会（労働政策本部長 正木義久氏）、日本労働組合総連合会（総合労働局長 仁平章氏）
（同上））

第10回 令和元年12月24日 議事：（１）教育分野との連携について ※２ （２）その他 ※文部科学省との意見交換

第11回 令 和 ２ 年 ２ 月 ３ 日 議事：（１）今後の障害者就労支援施策について （２）その他

開催状況 ※1

20
※２ 教育分野との連携については、ＰＴのもと、担当レベルを中心に、引き続き検討を進める予定
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通勤や職場等における支援の在り方について

〇 このため、現在、省内に設置した「障害者雇用・福祉連携強化プロジェクトチーム」において、障害者の就労支援に
関する、雇用と福祉の一体的展開の推進に係る諸課題の一つとして、「通勤や職場等における支援の在り方」につい
ても総合的に対応策を検討中。

〇 通勤や職場等における支援とは、具体的にどのような目的で、どのようなことを行うものであるかなど、その中身、
性格等を整理した上で、その提供の責任の所在と負担がどうあるべきか考え方を整理する必要があるのではないか。

主な論点

○ 障害者の就労支援については、従前より、福祉施策と労働施策との連携を進めながら対応してきたものの、特に
通勤や職場等における支援については、現時点において十分な対応が出来ていない※1との指摘が多い状況※2､3。

※1 障害福祉サービス（訪問系サービス）は、通勤、営業活動等の経済活動に対する支援は対象外。また、障害者雇用促進法に基づく納付金
関係業務として、雇用管理のために必要な職場介助者や通勤を容易にするための通勤援助者の委嘱等を行う事業主に対して助成金を支給して
いるが、支給期間を設定。なお、障害者雇用促進法において、事業主は、過重な負担にならない範囲で、その能力の有効な発揮に支障となっ
ている事情を改善するために必要な措置を講ずることとされているところ。

※2 先の通常国会での障害者雇用促進法改正案に対する衆議院・参議院厚生労働委員会の附帯決議においても、「通勤に係る障害者への継続
的な支援や、職場等における支援の在り方等の検討を通勤や職場等における支援を開始する」旨が盛り込まれたところ。

現状

〇 今後の障害者の就労支援全体の目指すべき姿を展望しながら、通勤や職場等における支援について、対応策を検討
する必要があるのではないか。

〇 通勤や職場等における支援が必要な方はどの程度いるのか等実態把握をした上で、その実態を踏まえ、実際の支援の
提供に当たって、どの範囲までその支援の対象とするかなど、内容を整理する必要があるのではないか。

〇 「制度の谷間で働く機会を得られない、又は必要な支援等がないために継続して働くことができない等の障害者の置
かれた現状(上記附帯決議より)」を打開し、障害者が希望や能力に応じて生き生きと活躍できる社会に近づけていくため、
通勤や職場等における支援について早期に検討を進め、段階的に対応策を講じる必要があるのではないか。

※3 令和元年７月30日参議院議院運営委員会理事会決定(｢木村英子議員及び舩後靖彦議員の重度訪問介護サービスに係る御要請について｣)に
おいて、「(通勤や職場等における支援の在り方等について)政府において早期に検討を進め、結論を得るように求める。」とされたところ。

〇 また、近年、ＩＣＴの発達、働き方の多様化などを背景に、重度の障害がある方も働ける社会が実現しつつある中
で、障害者がより働きやすい社会を目指すためには、働く際に必要となる介助などの支援の在り方は重大な課題。

第93回労働政策審議会障害者雇用分科会
（令和元年11月29日開催）資料抜粋
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現時点の主な検討内容

〇 通勤や職場等における支援とは、具体的にどのような目的で、どのようなことを行うものであるかなど、その中身､性
格等を整理した上で、その提供の責任の所在と負担がどうあるべきか考え方を整理する必要があるのではないか。

〇 今後の障害者の就労支援全体の目指すべき姿を展望しながら、通勤や職場等における支援について、対応策を検討する
必要があるのではないか。

〇 通勤や職場等における支援が必要な方はどの程度いるのか等実態把握をした上で、その実態を踏まえ、実際の支援の提
供に当たって、どの範囲までその支援の対象とするかなど、内容を整理する必要があるのではないか。

〇 「制度の谷間で働く機会を得られない、又は必要な支援等がないために継続して働くことができない等の障害者の置か
れた現状(上記附帯決議より)」を打開し、障害者が希望や能力に応じて生き生きと活躍できる社会に近づけていくた
め、通勤や職場等における支援について早期に検討を進め、段階的に対応策を講じる必要があるのではないか。

→ 今後も障害者が「働くこと」を一層強力に支援していく必要があり、そのためにも引き続き雇用と福祉の一体的展開
を推進し、切れ目のない就労支援を確立していくことが重要である。

→ 通勤や職場等における支援についても、雇用と福祉の一体的展開のもと、切れ目のない就労支援策として提供される
ことを目指し、検討を深めていくのではないか。

→ 通勤や職場等における支援については、個々の障害者の障害特性や就業場所等に応じて、呼吸器等の調整や体位変換、
トイレ利用・昼食時の介助などの支援、書類の読み上げ・ページめくり・整理等の業務補助、就労支援機器（PC入力関
連機器等）の整備・操作・入力など、様々なものが考えられるのではないか。

→ 提供の責任等を整理するに当たっては、雇用か自営か、民間か公務かなど、障害者の働き方も踏まえる必要があるの
ではないか。

→ 令和元年７月30日参議院議院運営委員会理事会決定や、現に「制度の谷間」に置かれた状況にあるとの障害当事者の
声等を踏まえ、引き続きスピード感を持って検討を重ねていく必要があるのではないか。

→ 現在、常時介護を必要とする「重度訪問介護を利用している方」について、
・ 就労している方がどの程度いるのか
・（今は就労していなくても）就労を希望している方がどの程度いるのか
等の実態把握を目的に、全国調査を実施しており、当該調査結果※4を踏まえつつ、内容を整理していくのではないか。

※4 当該調査において、「就労している方がどの程度いるのか（就労率）」、「(今は就労していなくても)就労を希望している方がどの程度いるのか
(就労希望率)」の速報値を集計 [参考１] 。

これまでの検討[参考２]等も踏まえ、重度の障害がある方の通勤や職場等における支援において雇用施策と福祉施策が連携
して｢制度の谷間｣に対応していくため､意欲的な企業や自治体について､次の取組を令和２年度に実施してはどうか。
・ 障害者雇用納付金制度に基づく助成金の拡充を図るとともに、
・ 自治体が必要と認める場合には、地域生活支援事業の新事業により各自治体が支援を行う
※ 新たな取組の利活用状況等を踏まえ、必要に応じて改善について検討

注：前回（第93回労働政策審議会障害者雇用分科会）資料に赤字追記
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１．障害者介助等助成金（拡充案）

※ 現行の助成金メニュー（職場介助者の配置・委嘱、手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱、障害者窓口担当者の配置）は現状維持。

助成金名 対象者 助成率 限度額
支給期間

（上限）

拡充

重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金（仮称）
○対象障害者（重度訪問介護サービス、同行援護及び行動援
護の利用者に限る。）の業務遂行のために必要な職場介助者
（重度訪問介護サービス、同行援護又は行動援護の提供事業
者に限る。）の委嘱

・重度訪問介護サービスの利用者
・同行援護の利用者
・行動援護の利用者
※上記について、障害者雇用率制度上の
対象障害者の範囲であること。

4/5
(中小事
業主は
9/10)

・対象障害者1人につき、月13.3
万円まで（中小事業主は、月15
万円まで）

開始から年
度末まで

助 成 金 名 対象者 助成率 限 度 額
支給期間
（上限）

拡充

重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金
（仮称）
○対象障害者（重度訪問介護サービス、同行援
護及び行動援護の利用者に限る。）の通勤を容易
にするために援助する通勤援助者（重度訪問介護
サービス、同行援護又は行動援護の提供事業者に
限る。）の委嘱

・重度訪問介護サービスの利用者
・同行援護の利用者
・行動援護の利用者
※上記について、障害者雇用率制度上の対象障害者の範囲
であること。

4/5
(中小事業
主は9/10)

・対象障害者1人につき、月
7.4万円まで（中小事業主
は、月8.4万円まで）

３月間
（～年度

末）

※ 現行の助成金メニュー（住宅・駐車場の賃借、指導員の配置、住宅手当の支払、通勤用バスの購入、通勤用バス運転従事者の委嘱、通勤援助者の委嘱、通勤用自動
車の購入）は現状維持。

２．重度障害者等通勤対策助成金（拡充案）

障害者介助等助成金及び重度障害者等通勤対策助成金の拡充案について
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第95回労働政策審議会障害者雇用
分科会（令和２年2月14日)資料５参考
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納付金制度に基づく障害者雇用関係助成金

○ 重度障害者等通勤対策助成金

障害者の通勤を容易にするための措置を行う事業主・団体に対して、費用の3/4を助成

・ 通勤援助者の委嘱（上限額：1回２千円及び交通費計3万円、支給期間：1月間）
・ 駐車場の賃借（上限額：障害者１人につき月5万円、支給期間：10年間） 等

○ 障害者介助等助成金

障害特性に応じた適切な雇用管理のために必要な介助者等の措置を行う事業主に対して、原則、費用の3/4を助成

・ 職場介助者の委嘱（上限額：原則１回１万円及び年150万円、支給期間：原則10年間）
・ 手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱（上限額：1回6千円及び年28万8千円、支給期間：10年間） 等

○ 障害者作業施設設置等助成金

障害者が作業を容易に行えるよう配慮された作業施設等の設置・整備・賃借を行う事業主に対して、
費用の2/3を助成（上限額：障害者1人につき450万円 （作業施設の場合）等）

○ 障害者福祉施設設置等助成金

障害者が利用できるよう配慮された保健施設、給食施設等の福利厚生施設の設置・整備を行う事業主に対して、
費用の1/3を助成（上限額：障害者1人につき225万円）

○ 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

重度身体障害者、知的障害者又は精神障害者を多数継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められ
る事業主であって、これらの障害者のために事業施設等の設置・整備を行うものに対して、費用の2/3を助成（上限額：5千万円）

24

平成30年度支給実績：7.3億円（5,079件）

＜平成30年度支給実績：0.5億円（87件）＞

＜平成30年度支給実績：5.7億円（4,291件）＞

＜平成30年度支給実績：1.1億円（701件）＞

障害者が作業を容易に行えるような施設の設置等を行った場合の助成措置

障害者を介助する者の配置等を行った場合の助成措置

通勤の配慮を行った場合の助成措置

第95回労働政策審議会障害者雇用
分科会（令和２年2月14日)資料５
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農林水産省農村振興局
都市農村交流課

農林水産省における農福連携の推進について

61



■ 農福連携の取組方針と目指す方向

・農業労働力の確保
※毎年、新規就農者の２倍の
農業従事者が減少

・荒廃農地の解消 等
※佐賀県と同程度の面積が
荒廃農地となっている

・障害者等の就労先の確保
※障害者約964万人のうち雇用
施策対象となるのは約377万
人、うち雇用（就労）している
のは約94万人

・工賃の引き上げ 等

・農業労働力の確保
・農地の維持・拡大
・荒廃農地の防止
・地域コミュニティの維持 等

・障害者等の雇用の場の確保
・賃金（工賃）向上
・生きがい、リハビリ
・一般就労のための訓練 等

【福祉（障害者等）のメリット】【農業・農村のメリット】

「農」と福祉の連携（＝農福連携）

【農業・農村の課題】 【福祉（障害者等）の課題】

○ 農福連携とは、障害者等の農業分野での活躍を通じて、自信や生きがいを創出し、社会参画を促す取組で
あり、農林水産省では、厚生労働省と連携して、「農業・農村における課題」、「福祉（障害者等）における課題」、
双方の課題解決と利益（メリット）があるWin-Winの取組である農福連携を推進。

目指す方向

障害者等が持てる能力を発揮し、それぞれの特性を活かした農業生産活動に参画

労働力の確保 新たな就労の場の確保

３ 農業を通じた障害者の自立支援

障害者の農業への取組による

社会参加意識の向上と工賃（賃

金）の上昇を通じた障害者の自立

を支援。

１ 農業生産における障害者等の活躍の場の拡大

障害者等の雇用・就労の場の拡

大を通じた農業生産の拡大。

２ 農産物等の付加価値の向上

障害の特性に応じた分業体制や、

丁寧な作業等の特長を活かした

良質な農産物の生産とブランド化

の推進。

１62



障害者就労施設が農業参入 ㈱九神ファームめむろ（北海道）

●地域における障害者活躍の場と
して設立。障害者20名
（H31.1）が、野菜生産や一次
加工を実施。

●利用者から支援スタッフへキャ
リアアップ実現。

●平均賃金は北海道平均の約1.6倍
と高水準（H29）。

農業経営体が障害者を雇用 京丸園㈱（静岡県）

●毎年１名以上の障害者を新規雇
用。従業員100名中、障害者は
25名（H31.4）。

●障害者視点で農作業の体制を整
備。作業効率化が進み、経営規
模と生産量が拡大。

●障害者雇用数に比例し売上増加
（6.2倍に拡大
（H9→H30））。

器具を工夫した定植作業 野菜の加工処理

ＪＡが核となるマッチング ＪＡ松本ハイランド（長野県）

●障害者就労施設による農作業請
負のマッチングを、ＪＡが核と
なって実施。

●農家３３戸が受け入れ、障害者
就労施設８事業所の延べ1,041
人が332回の農作業に従事
（H30年度）。

作業内容の説明

企業が障害者雇用と農業参入 ハ－トランド㈱（大阪府）

●コクヨ㈱が子会社で障害者７名
を雇用し、葉菜類を栽培。

●特性を的確に見極めることで播
種等で作業効率を向上。

●障害者就労施設からも年間延べ
約６千人の障害者を受け入れ。 サラダほうれん草を栽培

個人の目標を定め作業を実施
地域食材を

レストランで提供

● 農福連携は、農業経営体による障害者の雇用、障害者就労施設による農業参入や作業受託など、近
年、様々な形で取組が見られている。

● 自らの経営の中で、生産行程や作業体系の見直しを行い、生産の拡大など農業経営の発展につながっ
ている事例も。

様々な形で取組が広がる農福連携
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農業分野における障害者の活躍への期待

※ 農林水産省調査（平成31年3月）による

農福連携に取り組む障害者就労施設の、

● 79％が「利用者が体力がついて長い時間働
けるようになった」、62%が「利用者の
表情が明るくなった」と回答

● 74％が過去５年間の賃金・工賃が増加

（ｎ＝120）

（ｎ＝573,606）

（ｎ＝606）

農福連携に取り組む農業経営体の、

● 76％が「障害者を受け入れて貴重な人材と
なった」と認識

● 57％が「労働力確保で営業等の時間が

増加」と認識

● 78％が５年前と比較して年間売上が増加

（ｎ＝109）

農業経営体への効果

障害者にとっての影響

0.82
0.97

1.11
1.23

1.39

1.54
1.08

1.25
1.34

1.51
1.63 1.71

1.28

1.5

1.83

2.03

2.34

2.8

0.5

1

1.5

2

2.5

3

H24 H25 H26 H27 H28 H29

実際に農福連携に取り組んだ効果を実感農業現場で高まる雇用労働力ニーズ

※ 厚生労働省「職業安定業務統計」

養畜作業員

農耕作業員

全産業平均

有効求人倍率の推移

129,086

153,579

220,152
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常雇い者数（人）
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農業雇用労働力の推移

※ 農業センサス

約2割増

約4割増

常雇い者数
（人）

常雇いがいる
経営体数

● 農福連携（農業と福祉の連携）は、障害者が農業分野での活躍を通じ、自信や生きがいを持って社会
参画を実現していく取組。

● 農福連携の取組は、障害者の就労や生きがい等の場の創出となるだけでなく、農業就業人口の減少や
高齢化が進む農業分野において、新たな働き手の確保につながるもの。
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農福連携等推進ビジョン（概要）

Ⅰ 農福連携等の推進に向けて
農福連携は、農業と福祉が連携し、障害者の農業分野での活躍を通じて、農業経営

の発展とともに、障害者の自信や生きがいを創出し、社会参画を実現する取組
年々高齢化している農業現場での貴重な働き手となることや、障害者の生活の質の

向上等が期待
農福連携は、様々な目的の下で取組が展開されており、これらが多様な効果を発揮さ

れることが求められるところ
持続的に実施されるには、農福連携に取り組む農業経営が経済活動として発展して

いくことが重要で、個々の取組が地域の農業、日本の農業・国土を支える力になることを
期待
農福連携を全国的に広く展開し、裾野を広げていくには「知られていない」「踏み出しに

くい」「広がっていかない」といった課題に対し、官民挙げて取組を推進していく必要
また、ユニバーサルな取組として、高齢者、生活困窮者等の就労・社会参画支援や犯

罪・非行をした者の立ち直り支援等、様々な分野にウイングを広げ、地域共生社会の実
現を図ることが重要（SDGsにも通じるもの）
農福連携等の推進については、引き続き、関係省庁等による連携を強化

Ⅱ 農福連携を推進するためのアクション
目標：農福連携に取り組む主体を新たに3,000創出※

１ 認知度の向上
・定量的なデータを収集・解析し、農福連携のメリットを客観的に提示
・優良事例をとりまとめ、各地の様々な取組内容を分かりやすく情報発信
・農福連携で生産された商品の消費者向けキャンペーン等のＰＲ活動
・農福連携マルシェなど東京オリンピック・パラリンピック等に合わせた戦略的プロモーショ
ンの実施

２ 取組の促進
○ 農福連携に取り組む機会の拡大
・ワンストップで相談できる窓口体制の整備 ・スタートアップマニュアルの作成
・試験的に農作業委託等を短期間行う「お試しノウフク」の仕組みの構築
・特別支援学校における農業実習の充実
・農業分野における公的職業訓練の推進

○ ニーズをつなぐマッチングの仕組み等の構築
・農業経営体と障害者就労施設等のニーズをマッチングする仕組み等の構築
・コーディネーターの育成・普及
・ハローワーク等関係者における連携強化を通じた、農業分野での障害者雇用の推進

○ 障害者が働きやすい環境の整備と専門人材の育成
・農業法人等への障害者の就職・研修等の推進と、障害者を新たに雇用して行う
実践的な研修の推進

・障害者の作業をサポートする機械器具、スマート農業の技術等の活用
・全国共通の枠組みとして農業版ジョブコーチの仕組みの構築
・農林水産研修所等による農業版ジョブコーチ等の育成の推進
・農業大学校や農業高校等において農福連携を学ぶ取組の推進
・障害者就労施設等における工賃・賃金向上の支援の強化

○ 農福連携に取り組む経営の発展
・農福連携を行う農業経営体等の収益力強化等の経営発展を目指す取組の推進
・農福連携の特色を生かした6次産業化の推進 ・障害者就労施設等への経営指導
・農福連携でのGAPの実施の推進

３ 取組の輪の拡大
・各界関係者が参加するコンソーシアムの設置、優良事例の表彰・横展開
・障害者優先調達推進法の推進とともに、関係団体等による農福連携の横展開等の
推進への期待

Ⅲ 農 福 連携の広がりの推進
「農」と「福」のそれぞれの広がりを推進し、農福連携等を地域づくりのキーワードに据え、

地域共生社会の実現へ
１ 「農」の広がりへの支援

林業及び水産業において、特殊な環境での作業もあることにも留意しつつ、障害特性
等に応じた、マッチング、研修の促進、経営発展を目指す取組の推進、林・水産業等
向け障害者就労のﾓﾃﾞﾙ事業の創設

２ 「福」の広がりへの支援
高齢者、生活困窮者、ひきこもりの状態にある者等の働きづらさや生きづらさを感じて

いる者の就労・社会参画の機会の確保や、犯罪や非行をした者の立ち直りに
向けた取組の推進

※ 令和６（2024）年度までの目標

令和元年６月４日「第２回農福連携等推進会議」において決定
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農山漁村振興交付金のうち
農福連携の推進 【令和２年度予算概算決定額 1,061（－）百万円】

［お問い合わせ先］農村振興局都市農村交流課（03-3502-0033）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．農福連携整備事業
○ 障害者等の雇用・就労を通じた農業経営の発展に必要となる農業生産施設及
び加工・販売施設等の整備を支援します。

２．農福連携支援事業
① 農福連携支援事業
○ 福祉と連携した農林水産業に関わる活動において、障害者や生活困窮者等が働

きやすくなるために実施する農業技術習得の研修等を支援します。
② 農福連携人材育成支援事業
○ 農業経営体が障害者を雇用等により受け入れる際、障害特性を踏まえた作業指

示や配慮事項等をアドバイスし、職場定着を支援する農業版ジョブコーチの育成
や農業者と福祉事業所をマッチングするコーディネーターの育成等を支援しま
す。

③ 普及啓発等推進対策事業
○ ワンストップ窓口の設置など都道府県の推進体制の強化、農福連携の全国展

開に向けた普及啓発や調査・研究等を支援します。
○ メディアを活用した農福連携プロモーションの取組等を支援します。

国
民間企業等

交付（１/２）＜事業の流れ＞
民間企業等

交付（定額）
（２の事業）

（１の事業）

＜関連事業＞（優先採択等の優遇措置を実施）（関連事業は各事業の仕組みで実施）
・食料産業・６次産業化交付金 25億円の内数
・強い農業・担い手づくり総合支援交付金等 230億円の内数
・農業人材力強化総合支援事業 213億円の内数
・「緑の人づくり」総合支援対策 47億円の内数
・水産多面的機能発揮対策 23億円の内数 等

【１について】
○事業実施主体 農業法人、社会福祉法人、民間企業等
○事業期間 ２年間
○交付率 １／２（上限1,000万円、２,500万円等）

農業生産施設
（水耕栽培ハウス）

附帯施設（農機具庫） 加工処理施設 休憩所、トイレの整備

【２の①、②について】
○事業実施主体 農業法人、社会福祉法人、民間企業等
○事業期間 ２年間
○交付率 定額

農産加工の実践研修 養殖籠補修、木工技術習得 作業マニュアル作成 人材育成研修

【２の③について】
○事業実施主体 民間企業、都道府県等
○事業期間 １年間
○交付率 定額

セミナー等の普及啓発 調査・研究等

＜対策のポイント＞
障害者等の雇用・就労を通じた農業経営の発展に必要となる農業生産施設及び加工・販売施設等の整備、障害者等の農産物の生産・加工技術等の習
得に加え、農業・福祉双方のニーズのマッチングを行う専門人材の育成等の取組を支援するとともに、効果的な農福連携プロモーション等を実施します。
＜政策目標＞
農福連携に取り組む主体を新たに3,000創出［令和６年度まで］

※下線部は拡充内容
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障害者スポーツについて

ス ポ ー ツ 庁

健 康 ス ポ ー ツ 課

障害者スポーツ振興室

令和元年度障害福祉保健主管課長会議資料

１．スポーツ基本計画と、
「スポーツ」の定義について

2
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～ スポーツが変える。未来を創る。 Enjoy Sports, Enjoy Life ～ スポーツを通じた
活力があり絆の
強い社会の実現

「する」「みる」
「ささえる」
スポーツ参画人口
の拡大

国際競技力の向上 クリーンでフェアな
スポーツの推進

数値を含む成果指標を第１期計画に

比べ大幅に増加（８⇒２０）。

障害者スポーツの振興やスポーツの
成長産業化など、スポーツ庁創設後

の重点施策を盛り込む。

ポイント２
ポイント３

第１期基本計画 第２期基本計画

障害者スポーツが
厚労省から
文科省へ移管

２０２０年
東京大会の
開催決定

スポーツ庁の
創設

第２期
基本計画
策定

東京オリンピック・
パラリンピック
競技大会

ラグビー
ワールドカップ等

２０１３ ２０１４ ２０１５ ２０１６ ２０１８ ２０１９ ２０２０ ２０２１ ２０２２

スポーツ基本計画・・・ スポーツ基本法（2011（平成23）年公布・施行）に基づき，文部科学大臣が定める計画。第２期は2017（平成29）年度～2021（令和3）年度。

第２期スポーツ基本計画のポイント

1 2

3 4

スポーツをする時間を
持ちたいと思う中学生

58％ ⇒ 80％

スポーツ実施率(週1)
42％ ⇒ 65％

総合型地域スポーツクラブの
中間支援組織を整備 47都道府県

障害者のスポーツ実施率(週1)
19％ ⇒ 40％

コンプライアンスの徹底中長期の強化戦略に基づく支援
次世代アスリートの発掘・育成
スポーツ医・科学等による支援

ハイパフォーマンスセンター等の充実
スポーツ団体のガバナンス強化

ドーピング防止

「人生」が変わる！
スポーツで

人生を健康で生き生きと
したものにできる。

「世界」とつながる！
多様性を尊重する世界

持続可能で逆境に強い世界
クリーンでフェアな世界

に貢献できる。

「社会」を変える！
共生社会，健康長寿社会の
実現，経済・地域の活性化

に貢献できる。

「未来」を創る！
２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等を好機として，

スポーツで人々がつながる国民運動を展開し，
レガシーとして「一億総スポーツ社会」を実現する。

２０１２

100か国以上1,000万人以上にスポーツで貢献

スポーツを通じた健康増進

女性の活躍促進

スポーツ市場規模の拡大
5.5兆円 ⇒ 15兆円（2025年）

学校施設やオープンスペースの有効活用

大学スポーツアドミニストレーター
を配置 100大学

スポーツツーリズムの関連消費額
2,204億円 ⇒ 3,800億円

２０２０年東京大会等の円滑な開催

オリンピック・パラリンピックにおいて
過去最高の金メダル数を獲得する等

優秀な成績を収められるよう支援

スポーツに関わる人材の確保・育成

スポーツの価値を具現化し発信。
スポーツの枠を超えて異分野と積極的に連携・協働。

ポイント１
２０１７

など
など

ワールド
マスターズ
ゲームズ関西

インテグリティ(誠実性・健全性・高潔性)を高める

戦略的な国際展開

3

スポーツは「みんなのもの」

スポーツ参画人口の拡大を目指す……ここでいう「スポーツ」とは？

参画のしかた

競技として、
限界へ挑戦するもの

健康や仲間との交流など
多様な目的で行うもの

1

2

散歩

様々な形のスポーツ

ダンス・健康体操

サイクリングハイキング
など

スポーツを

スポーツを

する

みる ささえる

スポーツを

楽しさ

喜び

感動 共感

「スポーツ」は、スポーツ基本法の趣旨によれば、個人の心身の健全な発達、健康・体力の保持等を目的とする活動であり、国際的な競技力の
競争を通じて国民に誇り、夢と感動を与え、さらには、地域・経済の活性化、共生社会や健康長寿社会の実現、国際理解の促進など幅広く社
会に貢献する営みである。
ともすれば、「スポーツ」という言葉は、部活動や競技大会での印象から、激しい運動や勝敗を競うことと捉えている人も多いが、こうした法の趣旨
にあるとおり、より幅広い身体活動として解されるべきである。「スポーツ」は、「deportare」（デポルターレ）という言葉を語源としているともいわれ
ており、この「deportare」という言葉には、「運び去る、運搬する」という意味がある。転じて、精神的な次元の移動・転換、やがて「義務からの気
分転換、元気の回復」、仕事や家事といった「日々の生活から離れる」気晴らしや遊び、楽しみ、休養といった要素を指している。過大な負荷をか
けずとも、うまくはなくとも、楽しみながら体を動かすことが「スポーツ」である。

「スポーツ実施率向上のための行動計画」（平成30年9月6日・スポーツ庁決定）より 4
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２．障害者のスポーツ実施の現状

5

週1回以上のスポーツ・レクリエーション実施率（障害者）

（％）

【出典】
「健常者と障害者のスポーツ・レクリエーション活動連携推進事業（地域におけるスポーツ・レクリエーション活動に関する調査研究）」（平成25年度）
「地域における障害者スポーツ普及促進事業（障害者のスポーツ参加促進に関する調査研究）」（平成27、29年度）
「障害者スポーツ推進プロジェクト（障害者のスポーツ参加促進に関する調査研究）」（令和元年度）

(年度)

18.2 19.2 20.8

25.3

30.7 31.5 29.6
30.4

0

10

20

30

40

2013 2015 2017 2019

成人 7～19歳

6
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12.5

27.8 

12.8

27.3

8.8 

14.1 

2.9

5.3

3.0 

3.1 

54.4

20.1

5.7

2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

障害者

成人全般

週に3日以上 週に1～2日 月に1～3日 3か月に1～2日
年に1～3日 行っていない 分からない

（出典）
・令和元年度「障害者スポーツ推進プロジェクト（障害者のスポーツ参加促進に関する調査研究）」
・スポーツ庁「平成30年度スポーツの実施状況等に関する世論調査」

n=19,516

n=6,532

週１回
以上は
18.2%

週１回
以上は

25.3%

55.1%

過去１年間にスポーツ・レクリエーションを行った日数（20歳以上）

スポーツ関係者だけでは、この無
実施層へのアプローチが困難

極端な差

※ 構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはならない。

7

障害者によるスポーツ・レクリエーションの実施の障壁

（複数回答）

（出典）
・平成29年度「地域における障害者スポーツ普及促進事業（障害者のスポーツ参加促進に関する調査研究）」

※ 令和元年度の調査結果については現在集計中。近日中にスポーツ庁HPに掲載予定。
8

37.7

2.8

4.8

6.5

2.7

6.9

8.3

6.3

3.3

20.9

14.2

21.5

3.5

8.8

2.6

4.5

4.1

5.3

1.4

2.3

5.9

9.4

0 20 40 60

特にない

その他

一緒にスポーツ・レクリエーションをする人に迷惑をかけるのではないかと心配である

人の目が気になる

スポーツ・レクリエーションでケガをするのではないかと心配である

スポーツ・レクリエーションが苦手である

やりたいと思うスポーツ・レクリエーションがない

障害に適したスポーツ・レクリエーションがない

医者に止められている

体力がない

時間がない

金銭的な余裕がない

家族の負担が大きい

仲間がいない

介助者がいない

指導者がいない

どんなスポーツ・レクリエーションをできるのか情報が得られない

スポーツ・レクリエーションがどこでできるのか情報が得られない

施設に利用を断られる

施設がバリアフリーでない

スポーツ・レクリエーションをできる場所がない

交通手段・移動手段がない

（％）N=2,665
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３．スポーツ庁における
令和２年度関連事業について

9

○ 令和２年度における障害者スポーツ関係予算は、健常者スポーツと障害者スポーツの切り分け

が難しい事業も含め、16,306百万円。

○ 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を見据え、競技力向上・裾野の拡大の両面か

ら、障害者スポーツを強力に推進。

１ 障害者スポーツ推進プロジェクト 87百万円

２ Specialプロジェクト2020 41百万円

３ 日本障がい者スポーツ協会補助 352百万円

４ 全国障害者スポーツ大会開催事業 81百万円

障害者スポーツの振興に資する事業 561百万円

10

令和２年度 スポーツ庁における障害者スポーツ関係予算

※ 健常者スポーツと障害者スポーツの切り分けが難しい事業を計上

１ 競技力向上事業 10,054百万円
２ ハイパフォーマンス・サポート事業 2,204百万円
３ ナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点機能強化事業 964百万円
４ ハイパフォーマンスセンターの基盤整備 715百万円
５ 女性アスリートの育成・支援プロジェクト 211百万円
６ スポーツ研究イノベーション拠点形成プロジェクト 78百万円
７ ドーピング防止活動推進事業（拡充） 305百万円
８ スポーツ国際展開基盤形成事業 147百万円
９ スポーツ・フォー・トゥモロー等推進プログラム 1,035百万円
10 学校における体育・スポーツ資質向上等推進事業 32百万円

健常者スポーツと障害者スポーツの振興双方に資する事業 15,745百万円
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考え方 厚生労働省 文部科学省・スポーツ庁
競
技
ス
ポ
ー
ツ
の
支
援

障害者アス
リート等への
支援
（スポーツの
振興としての
支援）

障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
の
裾
野
を
広
げ
る
取
組

スポーツの振
興としての支
援

障害者の生
活をより豊か
にする観点
やリハビリテー
ションの一環
としての支援

（参考） 障害者スポーツ事業に関する省庁の役割分担
※事業名は、平成26年の事業移管当時のもの

日本障害者スポーツ協会補助

障害者スポーツの裾野を広げる取組
（障害者スポーツ振興事業）

パラリンピック等世界大会への派遣
（総合国際競技大会派遣等事業）

選手の育成強化
（総合国際競技大会指定強化事業）

地方公共団体等が実施する障害者ス
ポーツ大会、各種スポーツレクレーション
の開催等（地域生活支援事業）

障害者スポーツ選手に対するメディカル
サポート体制の整備（国立リハビリテー
ションセンター）

全国障害者スポーツ大会の開催
（全国障害者スポーツ大会開催事業）

メダル獲得に向けたマルチサポート戦略事業
ナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点施設活用事業
パラリンピックに向けた強化・研究活動拠点に関する調査研究
ＪＳＣ運営費交付金（競技性の高い障害者スポーツ支援に関する基盤構築事業）
ＪＳＣ研究施設整備費補助金

健常者と障害者のスポーツ・レクリエーション活動連携推進事業
障害者のスポーツ参加における安全確保に関する調査研究
体育活動における課題対策推進事業
スポーツにおけるボランティア活動活性化のための調査研究

11

引き続き、厚生労働省が
行うとされた事業

文部科学省に移管された事業

障害者スポーツ推進プロジェクト
趣旨等趣旨等

●障害者スポーツの振興を重点的に盛り込んだ「第２期スポーツ基本計画」（平成29年３月）を踏まえ、障害者スポーツを推進。

障害者が身近な場所でスポーツを実施できる環境整備、障害者スポーツ団体の支援、地域の障害者スポーツ用具を有効
活用する仕組みの構築等により、障害者が生涯にわたってスポーツを実施するための基盤を整備

○都道府県・市町村等において、各地域の課題に対応した障
害者スポーツの実施環境の整備

スポーツ審議会健康スポーツ部会における検討を踏まえた新たな
対応課題も含めつつ、各地域の推進体制上の課題の解消を図る。

（１）地域で医療・福祉・教育・スポーツをコーディネートする人材の
育成

（２）地域の障害者福祉施設・医療リハビリ施設・総合型地域スポー
ツクラブ等、障害者が日常的に利用する施設等におけるスポー
ツの機会提供

（３）障害当事者以外も巻き込んだ障害者スポーツ種目の体験・理
解の促進

（４）現職教員に対する障害者スポーツのノウハウの普及

○障害者スポーツに関する調査研究

（１）障害者のスポーツ実施状況及びスポーツ参加の阻害要因・促
進要因を障害種や程度別に把握した上で分析する調査研究

（２）障害者のスポーツに必要となる用具等について、廉価な普及用
の用具・補助具等の研究開発

①地域の課題に対応した障害者スポーツの
実施環境・推進体制の整備事業 （拡充）

障害者スポーツ用具活用拠点（普及拠点）の認定及び整備

○障害者スポーツ用具を備え、その種目を試したい者等に対して、用
具のレンタル等を実施するとともに、スポーツ用具の保守・調整や使
い方の指導を行える人材等を備えた「スポーツ用具活用拠点（普及拠
点）」（仮称）の整備を図る。

（１）各地方ブロックの中核となるべき「スポーツ用具活用拠点（普及拠
点）」（仮称）を構築すべく、障害者スポーツセンターなどで、その運
営を試行的に実施

（２）中核的な拠点以外で、障害者スポーツ用具をシェアする仕組みを
有する普及拠点の認定を実施

③障害者スポーツ用具活用促進実践事業（拡充）

◇週1日以上のスポーツ実施率（成人） 障害者20.8%（一般55.1%） ⇒ 40％程度 （スポーツ基本計画における2021年度までの目標）

（ 前 年 度 予 算 額：62,429千円)
令和2年度予算案：87,497千円

12

②障害者スポーツ団体の連携及び
体制整備への支援事業（拡充）

○2020東京オリンピック・パラリンピック競技大会以降も視野に入れ、
障害者スポーツ団体相互の連携促進等の検討、支援を行う。

（１）障害者スポーツ団体に対する、体制整備の支援
（２）障害者スポーツ団体の体制の在り方に関する検討会の実施
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障害者がスポーツを実施する上での障壁を解消し、障害の有無にかかわらず継続的にスポーツを実施できる社会を実現
するため、実践的に、身近な場所でスポーツを実施できる環境や推進体制の整備を図る。

また、スポーツ基本計画の目標として掲げられた障害者のスポーツの各種測定指標の把握や、エビデンスに基づく政策
立案に資するため、障害者のスポーツ参加の阻害要因等の把握・分析や、スポーツ実施上の課題の解消のための実践
例・研究事例の分析等、必要な調査研究を実施する。

趣旨等趣旨等

① 地域の課題に対応した障害者スポーツの実施環境の整備事業

◇週1日以上のスポーツ実施率（成人） 障害者20.8%（一般55.1%） ⇒ 40％程度 （スポーツ基本計画における2021年度までの目標）
◇総合型地域スポーツクラブへの障害者の参加促進 38.3％ ⇒ 50％ （スポーツ基本計画における2021年度までの目標）
◇障害者スポーツ施設※は全国で141か所にとどまる。 ※障害者専用、あるいは障害者が優先的に利用できるスポーツ施設
◇障害を理由にスポーツ施設の利用を断られた、又は条件付きで認められた経験のあるパラリンピック選手は21.6％

事業内容事業内容

○都道府県・市町村において、各地域の課題に対応し
た障害者スポーツの実施環境の整備

（１）地域で医療・福祉・教育・スポーツをコーディネートする
人材の育成

（２）地域の障害者福祉施設・医療リハビリ施設・総合型地域
スポーツクラブ等、障害者が日常的に利用する施設等に
おけるスポーツの機会提供

（３）障害当事者以外も巻き込んだ障害者スポーツ種目の体
験・理解

（４）現職教員に対する障害者スポーツのノウハウの普及

○障害者スポーツに関する調査研究 （拡充）

（１）障害者のスポーツ実施状況及びスポーツ参加の阻害要
因・促進要因を障害種や程度別に把握した上で分析する
調査研究

（２）障害者のスポーツに必要となる用具等について、廉価な
普及用の用具・補助具等の研究開発

障害者のスポーツ参加促進に関する調査研究
地方公共団体の実施事例の収集

障害者ス
ポーツ振興
体制

障害者ス
ポーツ振興
体制

障害者ス
ポーツ振興
体制

各地域の実情に応じて、以下の
ような課題の解消に取り組む

国

都道府県・
市町村

域内

調査研究結果の
提供等の支援

スポーツ関係者と障害福祉関係者、学校
関係者が、各地域で連携・協働体制を構
築し、障害の有無に関わらず一体的にス

ポーツの振興を図る体制を構築する。

施設

ｽﾎﾟｰﾂ・福
祉行政 社協

実行委員
会

スポーツ団体

レク
協

学校

福祉
団体

障害者ス
ポーツ団体

スポーツ推
進委員

障害のない者のスポーツ実施機会に、
障害のある者も一緒に、又は並行し
てスポーツを実施する機会を設ける
ことが機会拡大の早道→(3)

障害当事者以外が
障害者のスポーツを
知らないと、社会の
障壁が解消されない

→(4)
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各団体間の連絡・調整
を行う人材がいないと
連携が進まない→(1)

（特別支援学校以外の）
学校との連携を図る上で
は、障害者スポーツの体
育・スポーツを担当してく
れる人がいて欲しい→(5)

スポーツに関心がない層
には、スポーツ施設等に
出向くこと自体がハード

ルが高い→(2)

※スポーツ審議会健康スポーツ
部会等で指摘された対応課題例

○障害者スポーツ団体における連携の推進
・スポーツ団体間において、以下のように、課題の共有や一部の事務の共同実施など、相互の連携を

推進するための取組を実施する。
① 障害種別が同一のスポーツ団体間の連携
② 同種の競技における、一般のスポーツ団体と障害者スポーツ団体との連携

・併せて、支援の要望がある障害者スポーツ団体を対象として、団体からの相談を受け付け、助言を実
施する。

○障害者スポーツ団体の体制の在り方に関する検討会
・また、上記の①②の連携のパターンについて、障害者スポーツ団体の規模や性質等に応じて、どのよう

な相互協力体制が適するかを検討し、団体間の連携を後押しするためのガイドラインを作成する。

※本事業と併せて、別途、「スポーツ・イン・ライフ」事業において、障害者スポーツを支援する企業の取組
事例などを共有・可視化していく取組を実施し、障害者スポーツをささえる企業等の増加を促進する。

② 障害者スポーツ団体の連携及び体制整備への支援事業

●障害者スポーツ団体の多くは体制が脆弱であり、また、パラリンピック関係競技団体においても、2020東京パラリンピックの
終了後に少なからぬ環境変化も予想されることから、民間企業等との連携を進めるほか、障害者スポーツ団体相互の連携
等を進めることにより、障害者スポーツ団体の体制の強化を図り、他団体や民間企業等と連携した活動の充実につなげる。

趣旨等趣旨等

現状と
課題

0
10
20
30
40
50

日常活動支援 大会イベント
支援

選手支援 事務局体制
支援

広報支援支援ニーズ

団体数 障害者スポーツ団体支援ニーズ（４８団体）◇ 障害者スポーツ団体側の声
・日常活動に必要な資金が不足し、個人の負担に頼っている
・専属の職員がおらず、本来の仕事の合間に活動している
・パラリンピック競技の27団体中16団体が、大会以降に活動が縮小すると予想

（ヤマハ発動機スポーツ振興財団による調査）

◇ 企業側の声
・障害者スポーツ団体がどのような支援を求めているのか、ニーズが分からない
・支援を行おうとしても、障害者スポーツ団体の組織が脆弱で連絡が取れなかったり話が進まない など

事業内容事業内容
障害者スポーツ団体間の連携が進み、
事務局体制が強化

『民間企業等からの支援』により障害
者スポーツ団体の基盤強化

民間企業等からの支援

14

障害種別

統括団体

ＡＢＣ

連携強化

障害種別

統括団体

ＡＢＣ

連携強化

障害種別

統括団体

ＡＢＣ

連携強化

一般の
Ａ競技の団体 連携強化

一般の
Ｃ競技の団体
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③ 障害者スポーツ用具活用促進実践事業

●2020年オリンピック・パラリンピック東京大会のレガシーとして、障害者スポーツの実施人口の拡大を図るとともに、
次世代選手の発掘を容易にするため、個々人での購入が容易でない障害者スポーツ用具について、地域の保有資
源を有効活用する仕組みの構築を行いつつ、地域ごとに用具を活用したスポーツの普及拠点を整備する。

趣旨等趣旨等

障害者（成人）の週1回以上のスポーツ実施率は、20.8%と極端に低い現状。
特に肢体不自由者では、体の機能を補助する道具を、選手個々人が用意す
る必要があり、その価格は、基本的な用具でも 40万～100万円程度。
中途障害者が、どの種目が自分の残存機能等に合っているか等を判断し、
その競技を実施するようになるまでに、ある程度（１～２年）の「試す」期間を
要すると言われ、高額な用具を最初から購入することは現実にそぐわない。

このため、令和元年度に用具のシェアを行う事業モデルの構築、「スポーツ用
具マネージャー」の養成のためのガイドライン（仮称）の作成を進めており、↗

事業内容事業内容

障害者スポーツ用具活用拠点（普及拠点）の認定及び整備

○地域の中核となるべき普及拠点（障害者スポーツセンターなど）を育成
すべく、以下のような業務を委託して実施。

• 障害者スポーツ用具を備え、その種目を試したい者等に対し
て、用具のレンタル等を実施するとともに、スポーツ用具の保
守・修理・調整を行える者（スポーツ用具マネージャー）、医師、
トレーナー等を備え、トレーニング等の環境を提供

• 「スポーツ用具マネージャー」の育成ガイドライン（仮称）を踏
まえ、実践研修のフィールドとして、育成に協力

○また、高額な障害者スポーツ用具をシェアする仕組みモデルの普及を
図るとともに、その仕組みが構築された普及拠点を認定・可視化していく
ことにより、より身近な地域の範囲でも、用具資源の有効活用を促す。

現状と課題現状と課題

義肢 レーサー
車いす

（種目ごとの別仕様）
シットスキー
チェアスキー スレッジ 等

効果効果

↘ 令和２年度においては、そのモデルを踏まえ、実際に用具をシェアしつつス
ポーツを試すことのできる「スポーツ用具活用拠点（普及拠点）」の整備を実
施する。

・地域の資源のシェア・有効
活用を促進するとともに、
育成したスポーツ用具マ
ネージャーの活用により、
より少ない経済負担で、障
害者が自らに合ったスポー
ツを試すことができる環境
を実現。

・併せて、より障害者の身近
な各地域地域でも、地域の
保有資源を有効活用する
機運を醸成。

各地方ブロックで、
義足やスキー等の
高額な用具を有効活
用して、スポーツを
試せる拠点を育成
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●2020年からの新たな特別支援教育（学習指導要領改訂）を契機に、また、これまでのパラリンピックに向けた機運醸
成の成果を生かし、全国の特別支援学校が参加できる、スポーツ・文化・教育活動の全国的な祭典を開催

事業内容事業内容

趣旨等趣旨等

・「ほんもの」のスポーツ・芸術に触れ感動を共有する機会 ・障害の有無等を超えて誰もが心を触れ合う機会
・地域住民・企業等の参画を得て、地域行事と特別支援学校行事が融合した行事の機会を創出する

・地域や企業等に普及されたパラリンピックムー
ブメントを、特別支援学校も含めた形で定着させ、
持続可能なパラスポーツ推進体制を実現

・東京大会のレガシーとして、障害の有無や年
齢・性別を超えた、地域の共生社会の拠点づくり

・全国４地域で、特別支援学校等の児童生徒が参加するスポーツ・
文化・教育の祭典を実施する。
・各地の学校で自主的に開催される祭典の実施結果の発表の場として
各学校の祭典及び４地域で開催される祭典を対象とした全国的なフォト
（動画）コンテストを開催する。

（１）特別支援学校等を拠点とした障害児・者の地域スポーツクラブ活動の推進
・放課後や休日に、特別支援学校等の学校体育施設を拠点として、
在校生、卒業生、地域住民等がともに参加できる障害児・者の地域
スポーツクラブを支援する。
・障害者スポーツ指導者の当該クラブへの派遣等の取組を定期的に
実施する。

（２）特別支援学校等における体育・運動部活動等の推進
・障害者スポーツ指導者を特別支援学校等の体育・運動部活動へ派
遣し、障害種・程度に応じたきめ細かな指導・助言や将来有望なアスリートの発掘・育成を行う。
・他の特別支援学校等に在籍する障害児や地域住民との合同部活動の実施、地域のスポーツ
イベントへの参加促進の取組を実施する。

全国の特別支援学校のスポーツ・文化活動の充実を図るため、特別支援学校
のスポーツ・文化活動の成果を披露するための全国大会の開催を支援する。

効果効果

特別支援学校等自治体・経済団体等

（前年度予算額： 39,532千円)
令和2年度予算案：41,439千円

Special プロジェクト ２０２０
～障害の有無にかかわらず、すべての人が笑顔になる祭典～

①全国的な祭典の実施

②特別支援学校等を活用した地域における障害者スポーツの拠点づくり事業の実施

Ｓｐｅｃｉａｌプロジェクト2020
ロゴマーク

③特別支援学校を対象とした全国的なスポーツ・文化大会の開催支援

16

• パラリンピック機運醸成の
ための、企業向けパラス
ポーツ運動会等のイベント

• 共生社会ホストタウンや、
各国の事前キャンプ等の
誘致 など

• 地域の文化行事等
やスポーツクラブの活
動を特別支援学校で
実施するなど、特別
支援学校と地域の連
携体制を構築

祭典のイメージ祭典のイメージ

これまでの実績

この実績を生かし、2020年には、パラスポーツ運動会等
を特別支援学校が参加し、かつ、地域や企業も参加す
るような行事として実施

2020の展開
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日本障がい者スポーツ協会補助

障害者スポーツに係る普及・啓発、調査研究、情報収集・提供、障害者スポーツ指導者の養成・活用等の総合的な振興事業を行い、
障害者が自主的かつ積極的にスポーツを実施できるようにする。

（１）連絡協議会開催事業
（２）情報収集・提供事業
（３）調査研究事業
（４）普及・啓発事業
（５）活動推進費
（６）地域における障害者スポーツの振興事業
（７）障害者スポーツ人材養成研修事業

（前年度予算額 288,545千円）
2年度査定額： 352,381千円

１ 障害者スポーツ振興事業 140,000千円（ 140,000千円）

２ 総合国際競技大会派遣等事業 139,734千円（ 84,412千円）

３ 競技力向上推進事業 72,647千円（ 64,133千円）

日本代表選手団の派遣及び合宿を実施する。
（１）スペシャルオリンピックス冬季世界大会（スウェーデン）
（２）東京パラリンピック競技大会
（３）前年度限りの経費（第9回アジア太平洋ろう者競技大会等）

パラリンピック競技大会等国際競技大会におけるメダル獲得に向けて、国際競技力の向上に資する情報収集・提供や
ドーピング防止活動の推進に取り組む。

（１）情報収集・提供事業
（２）選手強化対策事業（強化委員会開催経費）
（３）アンチ・ドーピング活動推進支援事業

17

全国障害者スポーツ大会の概要

１ 開催経緯
「全国障害者スポーツ大会」は、「全国身体障害者スポーツ大会（昭和４０年～平成１２年）」と「全国知的障害者スポーツ大会（ゆうあいピック）（平成
４年～平成１２年）」の２つの大会を平成１３年度に統合し、我が国最大の障害者スポーツの祭典として開催。

２ 開催趣旨
障害のある選手が、障害者スポーツの全国的な祭典であるこの大会に参加し、競技等を通じ、スポーツの楽しさを体験するとともに、国民の障害に
対する理解を深め、障害者の社会参加の推進に寄与することを目的とする。

３ 主催者
（公財）日本障がい者スポーツ協会、文部科学省、大会開催地の都道府県・指定都市及び市町村（指定都市を除く。）並びにその他の関係団体。

４ 開催地及び期間
国民体育大会本大会開催地の都道府県において、原則として国民体育大会本大会の直後に３日間で開催。

※この他、オープン競技を実施

７ 参加資格
次の全ての条件を満たす者
（１） 毎年４月１日現在、１３歳以上の者
（２） 身体障害者手帳を所持する身体障害者、又は療育手帳を所持するかその取得の対象に準ずる障害のある知的障害者、又は精

神障害者保健福祉手帳を所持するかその取得の対象に準ずる障害のある精神障害者
（３） 申し込み時に参加する都道府県・ 指定都市内に現住所（住民票のある地）を有する者。ただし、入所・ 通所施設、学校の所在地

の都道府県・ 指定都市から参加してもよい。

８ 国庫補助 全国障害者スポーツ大会開催事業 令和２年度査定額 ８，１００万円 （前年度予算額 ８，１００万円）

５ 競技種目

個人競技

（６競技）

陸上競技、水泳、アーチェリー、

卓球（ｻｳﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙﾃﾆｽ含む）、

フライングディスク、ボウリング

※ 第19回大会から、卓球の障害区分に精神障害を追加

第21回大会から、ボッチャを追加予定

団体競技

（７競技）

バスケットボール、車いすバスケットボール、

ソフトボール、フットベースボール、

グランドソフトボール、バレーボール、サッカー

６ 開催地及び開催予定地

18

開催年 回数 開催地 開催日

令和2年
（2020年） 第20回 鹿児島県 令和２年１０月２４日（土）～２６日（月）

令和3年
（2021年） 第21回 三重県 令和３年１０月２３日（土）～２５日（月）

令和4年
（2022年） 第22回 栃木県 令和４年１０月２９日（土）～３１日（月）
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４．（参考）これまでのモデル事業の例

19

・児童生徒の障がい特性に応じたスポーツ種目を活用した地域交流事業（県特別支援教育課）
・スポーツ普及促進事業・特別支援学校での選手育成事業（徳島県障がい者スポーツ協会）
・共生共楽スポーツ推進事業（一般財団法人徳島県スポーツ振興財団）
・ふれあいスイミング及び持久水泳認定会（障がい者スポーツセンター指定管理者）

事業実施

・行政部局（県民スポーツ課、障がい福祉課、体育学校安全課、特別支援教育課）
・徳島県障がい者スポーツ協会
・一般財団法人徳島県スポーツ振興財団
・障がい者当事者団体（徳島県身体障害者連合会、徳島県手をつなぐ育成会）
・有識者（徳島大学、徳島文理大学）
・徳島県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会

実行委員会

①方針決定

②進行管理
③成果の報告

④検証

⑤プログラム策定

・身近な地域でスポーツを行う機会の提供 ・スポーツを通じた障害者の健康増進
・障害のある人とない人との交流促進 ・障害者スポーツへの理解促進

地方自治体の実施例（徳島県）※平成29年度 地域における障害者のスポーツ参加促進に関する実践研究

顔の見える
ネットワーク体制で
連携を強化！！

共生社会の実現へ!!

持久水泳認定会

カローリング フライングディスク ボッチャ

障害の有無に関わらず
子どもから高齢者までが
自分の目標時間を完泳し
達成感・満足感を得る！

特別支援学校の児童生徒と中学校・高等学校の生徒、地域の方々の
スポーツを通じた交流を図り、お互いの個性や特性を認め、
お互いに支え合うことができる共生社会の形成に繋げる！

20
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障害者スポーツ推進プロジェクト（地域の課題に対応した障害者スポーツの実施環境の整備事業：石川県の事例（平成３０年度））

スポーツ庁
平成28年12月、石川県選抜知的障害者サッカー
チーム発足（隣の福井県で全国障害者スポーツ大
会（H30）が開催されることや、生徒らのサッ
カーをしたいという声を受け、県内の特別支援学
校から選手を募集。）

石川県

平成28～30年度スポーツ庁委託事業などで、指導
員の派遣等を行うことにより、チームの強化や活
性化を実施。

平成31年2月の「Go For2020全国知的障害特別支援学校普及大会」（スポーツ庁
委託事業）に出場し、チーム発足後初勝利。県下のメディアに取り上げられたこ
ともあり、障害者スポーツの普及に勢いをもたらし、障害児・者の自信を深める
ことにも繋がった。

平成28年12月のチーム発足以来、特別
支援学校の部活動として行ってきたた
め、学校卒業後の受け皿が課題であっ
たが・・・

平成28～29年度
地域における障害者スポー
ツ普及促進事業
平成30年度
障害者スポーツ推進プロ
ジェクト（地域の課題に対
応した障害者スポーツの実
施環境の整備事業）

特定非営利活動法人
日本知的障がい者サッカー連盟
（スポーツ庁委託事業受託者）

【趣旨】知的障害者特別支援学校高等部の
部活動の普及・促進に寄与する全国大会を
開催するとともに、知的障害者のスポーツ
促進、生涯学習の環境作りを目指す。

平成31年4月
総合型地域スポーツクラブに知的障害者のサッカーチームが発足
※特別支援学校を卒業した後もサッカーを続けられる環境を整える。

「Go For2020全国知的障害
特別支援学校普及大会」

平成30年度
Specialプロジェクト2020 
（特別支援学校を対象とし
た全国的なスポーツ・文化
大会開催事業）

◆スポーツでつながる共生社会充実事業

① 特別支援学校の在校生が、居住地のスポーツクラブへ参加で
きるようになるための繋ぎをコーディネーターにより支援し、
居住地で持続したスポーツ活動ができる仕組みを作る。

② 地域の支援者が指導者として学校へ出向きスポーツ活動を指
導する中で、生徒の障がいの特性を理解し、居住地のスポー
ツクラブで活動しやすい環境をつくる。

③ 生徒と関わることにより、地域住民の方々への障がいへの理
解を深める。（卒後は地域で過ごす）

在校生及び卒業生がスポー
ツクラブへ参加するには保
護者の理解が重要であるこ
とから、鳥取県、特別支援
学校、スポーツクラブの３
者が連携して、学校行事で
ある参観日にあわせて、障
害者スポーツの楽しさを体
験する授業（企画）を実施。
将来の余暇活動の一つとし
て、地域のスポーツクラブ
等とつながりながら、ス
ポーツに取り組んでいって
もらいたいという思いから
行われている事業。

Ｓｐｅｃｉａｌ プロジェクト ２０２０

特別支援学校等を活用した地域における障害者スポーツの拠点づくり事業（鳥取県の事例（平成29年度））
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平日の放課後に、総合型地域スポーツクラブの指導者が特別支援学校に出向き、在校生及び卒業生を対象にスポーツ活動を実施し、地
域住民と交流を図りスポーツ活動に親しむ機会を定期的に提供。休日には、特別支援学校の在校生及び卒業生と地域住民によるスポー
ツ交流活動を行うことにより、相互理解を深め、障害児・者のスポーツの機会を創出。

◆スポーツ教室等の実施回数及び参加者数

◆障害者のスポーツ環境の充実とスポーツ活動への参加促進

【実施回数】 ６６回
【参加者総数】 延べ約８００名

【これまで】

体育の授業や昼休みなど限られた時間の中でスポーツ活動が行われてい
た。

【事業実施による変化】

総合型クラブや地域等が関わることで、用具や人的なサポート（指導者や
支援スタッフ）の体制が整い、スポーツ活動へ安心して参加できる環境づくり
ができた。

【結果】

障害児・者が積極的にスポーツに取り組んだり、それぞれの課題にチャレン
ジしたりして、仲間や地域住民との交流を通じてコミュニケーションを深めるな
ど、これからにつながる取組となった。

◆地域との交流

◆持続可能な競技スポーツへの取組

【これまで】

視覚特別支援学校に足を運ぶ機会が少なかった（総合型クラブ会員・地域
住民）

【事業実施による変化】

障害者スポーツを楽しみ、また交流する機会が創出され、障害児・者の理解
や日常生活を知ることができた。

【結果】
・障害児・者と健常者との相互理解を深めるきっかけとなった。
・交流することで一緒にスポーツを楽しむ参加者の募集や障害者ス
ポーツを支援するサポーターの育成などに取り組みやすくなった。

【きっかけ】

九州で２番目となる「ブラインドサッカー」のチーム発足の機運が高まり、平成
２９年から協会への登録・試合出場の運びとなった。また、「ゴールボール」のク
ラブ活動を始めるなど競技性の高いスポーツへの取組が始まった。

【結果】
特別支援学校を拠点とした新たなスポーツ活動が誕生した。

Ｓｐｅｃｉａｌプロジェクト２０２０

特別支援学校等を活用した地域における障害者スポーツの拠点づくり事業（福岡県の事例（平成28年度））

23

24

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop06/1371877.htm

実践事例の詳細はスポーツ庁HPで！

24
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

自動車事故被害者救済施策等について

令和２年３月
国土交通省自動車局保障制度参事官室
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自動車損害賠償保障制度の概要

自動車損害賠償保障法（昭和30年法律第97号）に基づき、自動車事故の被害者が保険金による損害賠償を確実に得られる
よう、自動車を運行の用に供する際に損害賠償責任保険（共済）の契約の締結を義務付ける等の措置を講じることにより、被害者
の救済を図るもの。

１．自動車損害賠償責任の明確化
被害者の保護を図るため、自動車事故の加害者（運行供用者）は、免責要件を立証しない限り損害賠償の責任を負うことを法律に明文化。

（民法上の不法行為の特例）

２．自動車損害賠償責任保険への強制加入等
原付を含む自動車の保有者に対して、自動車損害賠償保障

責任保険の契約の締結を義務付け。
※ 車検制度とリンクさせることで、強制保険を担保
被害者の保護及び賠償問題の迅速な解決の観点から、被害

者から保険会社等に直接請求が可能。

死 亡：3,000万円 後遺障害：4,000万円 傷 害：120万円

３．保険金の支払適正化
政府は、保険金に係る支払基準の策定、死亡・後遺障害等の重要事案の個別チェック、紛争処理機関の指定・指導監督等を通じて、保険会社等

による保険金の支払を適正化。
４．政府保障事業

自賠責保険への請求ができない、ひき逃げや無保険車による事故の被害者に対して、政府が加害者に代わって自賠責保険の保険
金に相当する金額をてん補（支払）。（政府保障事業。政府は、被害者に支払ったてん補金を限度に加害者から回収）

５．保険金だけでは救われない被害者の救済等
政府は、保険料由来の積立金運用益を活用し、保険金だけでは救われない重度後遺障害者に対する救済対策等を実施。

被害者

保険料納入/保険金請求

保険金支払

保険金の限度額

保険契約者
（加害者）

保険会社
（組合）

保険契約（強制加入）

目 的

概 要

１
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自動車損害賠償保障制度に基づく施策の全体イメージ

自動車損害賠償保障制度
損害賠償の円滑化

損害賠償の立証責任を
加害者に転換
（自賠法§3）

被害者 加害者
転換

自 賠 責 保 険 の 加 入 を
義務付け（自賠法§5）

ひき逃げ・無保険車に
よ る 事 故 の 被 害 者 に
対する政府による損害
のてん補（自賠法§72）

被害者救済対策 自動車事故の防止

先 進 安 全 自 動 車
（ASV）の普及

運転者に対する運転
技術向上等に係る研修

自動車の安全性能評価
のための衝突試験等

重度後遺障害者への支援

事故の相談・解決

救急医療への支援

交通遺児への支援

自動車ユーザー全体で負担（支え合い） ２
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自動車事故の防止

○自動車アセスメント･･･実車
を用いた衝突試験等の結果の
公表により、車両の安全性能
を向上

○療護施設の設置・運営
他に受け入れる医療機関がない最重度の後
遺障害者に対する専門的治療を実施

○介護料の支給
在宅ケアを行う家庭に対し、介護用品の
購入等に充てる費用を支給

○訪問支援の実施
在宅ケアを行う家庭を訪問し、情報提供

や悩みの聴取等により支援

○（公財）日弁連交通事故相談センター による法律相談

重度後遺障害被害者への支援

交通遺児への支援

被害者の救済

事故の相談・解決

○救急医療機器整備事業

○短期入院・入所協力事業の実施

在宅ケアを受けている重度後遺障害者が、
短期間、病院へ入院又は障害者施設へ入所
できるよう病院等の受入体制を整備

○在宅生活支援環境整備事業の実施
在宅重度後遺障害者が介護者なき後等に
グループホーム等の障害者支援事業所へ入
所し生活することができるよう事業所の受
入体制を整備

自動車安全特別会計運用益活用事業について

○ASV(先進安全自動車)の普及

○運行管理の高度化に資する機
器等普及、社内安全教育実施

○プロドライバー等に対する安
全運転意識向上に係る教育等

○賠償金を基にした育成給付金の支給

○生活資金の無利子貸付 ○交通遺児の集いの開催

○再生医療の実現に向けた取組
自動車事故被害者が再生医療を受けるた
めの支援策を検討するための調査や、再生
医療に関する研究の実施

３
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ＮＡＳＶＡ（ナスバ） 【（独）自動車事故対策機構】 について

被害者支援と自動車事故防止を通して、安全・安心・快適な社会作りに貢献

自動車事故を

防ぐ

自動車事故被害者を

支える

自動車事故から

守る

安全指導業務

被害者援護業務

安全情報提供業務

●指導講習
●適性診断
●安全マネジメント

●療護施設設置・運営
●介護料支給
●育成資金貸付

●自動車アセスメント

○ 名 称 独立行政法人自動車事故対策機構 （NASVA ナスバ）
○ 目 的 被害者の保護の増進、自動車事故の発生防止
○ 設 立 H15年10月～ （前身 自動車事故対策センター S48年～）
○ 組 織 本部（東京）、全国に50支所、療護施設11カ所 ４
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交通事故の被害にあわれた被害者や家族への情報提供について

概 要
交通事故にあわれた被害者や家族に必要な情報をお届けするため、自賠責保険（共済）に関する情報や交通事故
にあわれた被害者や家族が必要とする情報について分かりやすく解説した自賠責保険ポータルサイトや交通事故被害
者向けのパンフレットを制作しているほか、独立行政法人自動車事故対策機構においてもHP等で情報発信を実施。

国土交通省における情報提供

■ 自賠責保険ポータルサイト

■ パンフレット「交通事故にあったときは」

５

http://www.mlit.go.jp/jidosha/
jidoshajiko.html

http://www.mlit.go.jp/common
/001186228.pdf

NASVAにおける情報提供

■ NASVAホームページ

http://www.nasva.go.jp/

■ 介護者なき後への備え

http://www.nasva.go.jp/sasaeru/oyanakiato/index.
html

在宅介護家庭の「介護者なき後」に備えるために必要な制度情報や施設情報
を集約し、ＮＡＳＶＡ（ナスバ）情報提供ウェブサイトに掲載
※地域情報（受入施設・ショートステイ、相談窓口等）、財産管理に利用

できる制度の紹介、準備が必要な事項 等

■ NASVA交通事故被害者ホットライン

土・日・祝日・年末年始を除く9:00～12:00,13:00～17:00）

自動車事故にあって相談先にお困りの方へ
各種制度、相談窓口を電話で紹介してい
ます。
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●１ 貸付対象者
　自動車事故により保護者が亡くなられたり、重
い後遺障害を残すこととなった家庭（生活困窮家
庭）の中学校卒業までのお子様が対象となります。

●２ 貸付金額（無利息）
　◦一時金（貸付時）…15万５千円
　◦貸付期間中、毎月…１万円又は２万円（選択制）
　※�このほか、小学校、中学校に入学されるお子様
を対象に入学支度金（４万４千円）の貸付を行っ
ています。（希望される方のみ対象となります。）

●３ 返　還
　原則として20年以内の月々均等払い。
　（進学・病気等による猶予制度等あり。）
　※�返済いただいた返還金は、他の交通遺児等へ

貸し付けをするための貴重な原資となります。

詳しくは、こちらもご覧下さい。
（交通遺児等生活資金の無利子貸付と友の会HP）

●１ 交通遺児等育成基金とは
　「交通遺児家庭の生活基盤の安定を図り、子供
たちの将来を明るいものにしたい」という願い
から、昭和55年（1980）年８月に国と民間団体
の協力によって設立された公益財団法人で、交
通遺児等の育成事業を行っています。

●２ 交通遺児育成基金事業
　自動車事故により保護者を亡くした満16歳未
満の交通遺児が損害賠償金などの一部を拠出して
基金に加入し、その拠出金に援助金を加えた育成
給付金（非課税）を年金方式で給付する制度です。

●３ 交通遺児等支援事業
　生計を支えていた方が自動車事故により死亡
又は重度の障害を被り、そのため生計困難となっ
た義務教育終了前の子がいる家庭への生活資金
等を給付する制度です。

●４ お問合わせ先
　（公財）交通遺児等育成基金
　〒102-0083　�東京都千代田区麹町4-5�

海事センタービル７階
　フリーダイヤル：0120-16-3611
　TEL：03-5212-4511
　FAX：03-5212-4512
　E-mail：info1@kotsuiji.or.jp
　URL：http://www.kotsuiji.or.jp/

遷延性意識障害者の方のための

療護施設の設置・運営
重度の後遺障害をおわれた方への

介護料の支給
交通遺児等の方への

無利子の生活資金の貸付
を通じて交通事故被害者とそのご家族を支えています。

東京都墨田区錦糸3-2-1 アルカイースト19階
電話 03-5608-7560（代表）　FAX 03-5608-8610

交通遺児等生活資金貸付

　自動車事故により保護者が亡くなられたり、重
い後遺障害を残すこととなった家庭の中学校卒業
までのお子様であれば、入会することができます。
　また、会費等は一切不要です。
活動内容
　交通遺児等の家族同士の交流を深めるため、も
の作り体験や１泊２日のキャンプ等を行っています。
◦�写真、絵画や書道のコンテストを毎年開催！優
秀作品には賞状と副賞を贈呈致します。

『友の会』

独立行政法人自動車事故対策機構
National Agency for Automotive Safety & Victims’ Aid

―自動車事故の被害に遭われた方へ―

NASVAの交通事故被害者
援護制度をご存じですか。

◎関係団体のご紹介
公益財団法人交通遺児等育成基金

制度のご案内
被害者援護

交通事故のお悩みは、この番号へご連絡を！

ホットラインの主な業務内容
〇NASVAの業務案内
　療護施設への入所、介護料受給資格、交通遺児等生活資
金の貸付要件等のご案内をしています。
〇他の相談窓口のご紹介
　事故後の対応全般、保険の手続き、医療、過失割合、示
談等について対応できる相談窓口を紹介しています。

　「0570」はナビダイヤルの番号です。（固
定電話からは通常より低額な３分約９円の
通話料でご利用できます。）
　IP電話をご利用の場合は、03-6853-8002
（通話料金は通常の通話と同じ)�にお電話く
ださい。

詳しくは、こちらもご覧下さい。
（NASVA交通事故被害者ホットラインHP）

この印刷物はＡランクの資材のみを使用しており、印刷用の紙にリサイクルできます。
2019年（H31）3月版�

●よくあるお問い合わせとご紹介先（例）
　お悩みをじっくりお聞きした上で適切な窓口のご連絡先
をご紹介します。
交通事故後の対応について相談に乗ってくれるところは？
　最寄りの交通事故相談所（各自治体に設置の法律相談窓口）
　（公財）日弁連交通事故相談センター�などをご紹介して
います。
保険が適正に処理されているか不安なんだけど…。
　（一社）損害保険協会そんぽADRセンター�などをご紹
介しています。
今受けている治療は妥当なの？
　最寄りの医療安全支援センター�などをご紹介しています。
立ち直れない、精神的なサポートを受けたいんだけど…。
　最寄りの被害者支援センター�などをご紹介しています。

す 　ぐ 　　ナ　 ス　 バ

受付時間9：00�～�17：00（土・日・祝日・年末年始を除く）

友の会の様子 コンテスト表彰式
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　NASVAでは、自動車事故により脳損傷を生じ、重
度の意識障害が継続する状態にあり、治療と常時の
介護を必要とする方に入院していただき、社会復帰
の可能性を追求しながら適切な治療と看護を行う、
重度後遺障害者（遷延性意識障害者）専門のNASVA
療護センターを国内の４か所に、療護センターに準じ
た治療と看護を行う療護施設機能委託病床（NASVA
委託病床）を国内の６か所に、設置・運営しています。
　これらの療護施設への入院期間は概ね３年以内と
し、入院の承認は、治療及び介護の必要性、脱却の
可能性等を総合的に判断して行われます。
　これらの療護施設では、高度先進医療機器（CT、
MRI、PET等）を用いた検査情報を基に、個々の患
者に合った効果的な治療、リハビリの方針を策定し、
対応しています。
　また、入院患者のわずかな意識の回復の兆しをもと
らえることができるよう、ワンフロア病棟システム（一
部委託病床ではモニタリングシステム）を取り入れて、
集中的に看護できるようにするとともに、基本的には
同じ看護師が一人の入院患者を継続して受け持つプラ
イマリー･ナーシング
方式の看護体制を導
入しています。その
上で、日常生活を通
じた多くの自然刺激
を与え、細やかな配
慮のもとに治療と看
護を行っています。

●３ 支給の制限
①次のような場合は支給できません。
・NASVA療護センター等に入院したとき。
・他法令に基づく施設に入所又は介護料相当の給
付を受けたとき�等。

　�その他、支給できない条件がありますのでお問
い合わせください。

②所得制限
・主たる生計維持者の合計所得金額が年間1,000万
円を超えたときは支給できません。

●５ 訪問支援、交流会
　介護料受給者の精神的支援のため、直接自宅を
訪問して、介護に関する相談や情報提供を実施し
ています。
　また、同じ境遇にある各ご家庭の介護者等皆様
が介護におけるお悩みを共有し、互いに情報交換
していただけるよう、交流会を実施しています。

●４ 短期入院・入所費用の助成
　受給資格の認定を受けた方が、治療等を受ける
ため病院・施設に短期間の入院・入所をした場合
に介護料とは別に支給します。
　年間45万円以内（年間45日以内）の範囲内で支
給します。
〔対象となる費用〕
①�入退院・入退所時における患者移送費として
自己負担した額
②�室料差額及び食事負担金として自己負担した
額（１日１万円を上限）

　◦治療費の自己負担分は対象外です。
③短期入院・入所利用時のヘルパー等の付き添
いに要した費用として自己負担した額

　自動車による交通事故が原因で、「脳」、「脊髄」
又は「胸腹部臓器」に重度の後遺障害が残り、日常
生活において「常時」又は「随時」の介護が必要な
方に介護料を支給しています。
　また、職員が介護料受給者のご家庭を訪問して情
報を提供しご相談に応じる「訪問支援」を行ってい
ます。

●１ 支給対象者
特Ⅰ種（最重度）
　Ⅰ種の該当者のうち、一定の要件に該当する方
Ⅰ種（常時要介護）
　自動車損害賠償保障法施行令（以下、「自賠法施
行令」といいます。）別表第一第１級１号又は２号
に認定されている方など＊

Ⅱ種（随時要介護）
　自賠法施行令別表第一第２級１号又は２号に認定
されている方など＊

＊�同等の傷害を受けた方が対象となる場合があります（詳し
くはHPを御覧下さい）

●２ 支給額（月額）
　認定された種別毎に
　　特Ⅰ種　82,810円～209,430円
　　　Ⅰ種　70,790円～165,150円
　　　Ⅱ種　35,400円～� 82,580円
　〔対象となる費用〕
　①訪問看護等在宅介護サービス
　②介護用品の購入等（修理を含む。）
　③消耗品の購入

入院申込み等ご相談は、下記連絡先へお問い合わせ下さい。
遷延性意識障害者の方のための
療護施設

介護料等の支給

交流会訪問支援

詳しくは、こちらもご覧下さい。
（介護料の支給と訪問支援HP）

詳しくは、こちらもご覧下さい。

NASVA療護センター

NASVA委託病床

千葉療護センター　ベッド数�80床
業務開始：昭和59年２月
運営委託：医療法人社団誠馨会（千葉中央メディカルセンター）
所 在 地：千葉市美浜区磯辺3-30-1
Ｔ Ｅ Ｌ：043-277-0061
Ｕ Ｒ Ｌ：http://chiba-ryougo.jp/

東北療護センター　ベッド数�50床
業務開始：平成元年７月
運営委託：一般財団法人広南会（広南病院）
所 在 地：仙台市太白区長町南4-20-6
Ｔ Ｅ Ｌ：022-247-1171
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.touhoku-ryougo.com/

岡山療護センター　ベッド数�50床
業務開始：平成６年２月
運営委託：社会福祉法人恩賜財団�済生会支部
　　　　　岡山県済生会（岡山済生会総合病院）
所 在 地：岡山市北区西古松2-8-35
�Ｔ Ｅ Ｌ：086-244-7041�
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.okaryougo.jp/

中部療護センター　ベッド数�50床
業務開始：平成13年７月
運営委託：社会医療法人厚生会（木沢記念病院）
所 在 地：美濃加茂市古井町下古井630
Ｔ Ｅ Ｌ：0574-24-2233
Ｕ Ｒ Ｌ：http://chubu-ryougo.jp/

金沢脳神経外科病院（石川）ベッド数�5床
業務開始：平成31年1月
所 在 地：野々市市郷町262-2
Ｔ Ｅ Ｌ：076-246-5600
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.nouge.net/

湘南東部総合病院（神奈川）ベッド数�12床
業務開始：平成28年５月
所 在 地：茅ヶ崎市西久保500番地
Ｔ Ｅ Ｌ：0467-83-9091
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.fureai-g.or.jp/toubu/�

泉大津市立病院（大阪）ベッド数�16床
業務開始：平成25年１月
所 在 地：泉大津市下条町16-1
Ｔ Ｅ Ｌ：0725-20-6922
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.hosp-ozu-osaka.jp/

藤田医科大学病院（愛知）�ベッド数�5床
業務開始：平成30年1月
所 在 地：豊明市沓掛町田楽ヶ窪1-98
Ｔ Ｅ Ｌ：0562-93-2111
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.fujita-hu.ac.jp/HOSPITAL1/

聖マリア病院（福岡）ベッド数�20床
業務開始：平成19年12月
所 在 地：久留米市津福本町422
Ｔ Ｅ Ｌ：0942-35-3322（内線6001）
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.st-mary-med.or.jp/

中村記念病院（北海道）ベッド数�12床
業務開始：平成19年12月
所 在 地：札幌市中央区南１条西14
Ｔ Ｅ Ｌ：011-231-8555（内線460）
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.nmh.or.jp/
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産科医療補償制度ニュース

2020年4月1日発行

第 8 号

重度脳性麻痺児とそのご家族を支援するとともに

産科医療の質の向上をめざした制度です

特　集 脳性麻痺児の看護・介護の

実態把握に関する調査

制度の運営状況
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制度の運営状況

　産科医療補償制度は、分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子様とご家族の経済的負担を速や

かに補償するとともに、原因分析を行い、同じような事例の再発防止に資する情報を提供することな

どにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的とした制度です。

　本制度の加入分娩機関でお産し、所定の要件を満たした場合に補償対象と認定され、補償金が支払

われます。また、本制度運営の財源は保険者からの出産育児一時金の中から賄われています。

（2019年12月末現在）

分娩機関数
（※1）

加入分娩機関数 加入率（％）

3,219 3,216 99.9

（※1）分娩機関数は日本産婦人科医会および日本助産師会の協力等により集計

（2019年12月末現在）

児の生年 審査件数 補償対象
（※2）

補償対象外
継続審議 申請受付状況

補償対象外 再申請可能
（※3）

2009年（※4） 561 419 142 0 0 申請受付終了

2010年（※4） 523 382 141 0 0 〃

2011年（※4） 502 355 147 0 0 〃

2012年（※4） 517 362 155 0 0 〃

2013年（※4） 476 351 125 0 0 〃

2014年～ 2019年 1,320 1,053 211 47 9 審査受付中

合計 3,899 2,922 921 47 9 －

（※2）「補償対象」には、再申請後に補償対象となった事案や、異議審査委員会にて補償対象となった事案を含みます。

（※3）「補償対象外（再申請可能）」は、審査時点では補償対象とならないものの、将来、所定の要件を満たして再申請された場合、改めて審査

する事案です。

（※4）2009年から2013年の出生児は、審査結果が確定しています。

１．加入分娩機関数

２．審査

３．原因分析

　2019年12月末までに2,527件の原因分析報告書を作成し、児・保護者および分娩機関に送付しま

した。原因分析報告書「要約版」（個人や分娩機関が特定されるような情報を記載していないもの）は、

本制度の透明性の確保、同じような事例の再発防止および産科医療の質の向上を目的として、保護者

と分娩機関等から同意の有無を確認したうえで、本制度ホームページで公表しています。また、産科

医療の質の向上につながる研究のために原因分析報告書「全文版（マスキング版）」を所定の手続き

を経て開示しています。

４．再発防止

　2019年9月末までに公表された原因分析報告書2,457事例をもとに分析し取りまとめた「第10回

再発防止に関する報告書」を、本年3月に公表しました。

　今回の報告書では「新生児管理について」、「胎児心拍数陣痛図について」の分析や「胎児心拍数陣

痛図聴取について」、「子宮収縮薬について」、「新生児蘇生について」、「診療録等の記載について」、 

「吸引分娩について」の産科医療の質の向上への取組みの動向などを掲載しております。

　報告書は順次、加入分娩機関や関係学会・団体、行政機関等へ送付するとともに、本制度ホームペー

ジにも掲載し公表しています。
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脳性麻痺児の看護・介護の

実態把握に関する調査

　我が国においては、脳性麻痺児の実態に関する調査はきわめて少ない状況にあります。一方で、 

本制度では、補償申請時や補償認定後に毎年提出される専用診断書等を通じて、補償対象となった児

の医学的なデータや日常生活、介助の状況等の様々な情報が得られます。こうした情報をもとに分析

を行い、それらを社会に提供し、産科医療の質の向上等につなげることはとても重要であると考えら

れます。

　今回は、本制度で得られた情報をもとにアンケート調査を行い、脳性麻痺児の看護・介護の実態と

して障害福祉サービス等の利用状況や母親の介護負担感等が明らかとなりました。産科医療関係者を

はじめとして、脳性麻痺児に関わる小児医療関係者や障害福祉政策に携わる行政関係者の方々など多

くの方に参考にしていただけるよう、その概要を紹介いたします。

児の年齢

　児の年齢は8歳が最も多くなっ

ています（表1）。

　なお、補償申請期限が満5歳の誕

生日までであり、申請期限の近くに

申請されるケースもあるため、年

齢が低い児は少なくなっています。

児の合併症と医療・介助の現状

　合併症のうち、「知的障害の程度：

最重度」が55.9％と最も割合が高

く、医療・介助の現状のうち、「おむつの使用」が89.3％と最も割合が高くなっています（表2）。

　なお、本制度で補償対象となった児が調査対象のため、すべての児が身体障害者手帳1・2級相当

の重度脳性麻痺児となっています。

表1　児の年齢分布 　　　

年齢（歳） 人数 割合（％）

1 38 2.6

2 117 8.0

3 142 9.7

4 178 12.1

5 227 15.5

6 235 16.0

7 233 15.9

8 292 19.9

9 5 0.3

欠損値あり

表2　児の合併症と医療・介助の現状

割合（％）

呼吸障害 28.7

嚥下障害 43.8

胃食道逆流 17.2

てんかん 43.9

知的障害の程度：最重度 55.9

経鼻胃管 10.6

胃ろう 29.2

おむつの使用 89.3

酸素の使用 19.9

人工呼吸器使用 16.4

重複回答あり

本制度で補償対象となった児のうち、次の①と②を満たす児の保護者1,927名

（有効回答数1,468人（76.2％））

　①2009年から2016年に出生（2017年10月から2018年9月までに補償分割金請求案内書を送付）

　②「この1年間の主な生活場所」が「在宅（通所を含む）」

次の③と④から得られた情報をもとに分析

　③「脳性麻痺児の看護・介護の実態把握に関する調査」アンケート

　④毎年提出される補償分割金の専用診断書

調査の実施概要1

調査対象児の背景・状況2

調査

対象

調査

方法

N＝1,149N＝1,468
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脳性麻痺児の看護・介護の実態把握に関する調査

障害福祉サービス等の利用割合

　児が利用している障害福祉サービス等（※１）を見てみると、「訓練や治療」が最も利用割合が高く、 

87.6％でした。ついで、「訓練」（42.0％）、「訪問看護」（35.2％）となっており、「移動支援」や 

「移送サービス」の利用は他のサービスに比べ少なくなっています（図1）。 

障害福祉サービス等の利用に影響を与える児の状態

　障害福祉サービス等の利用と児の状態との関連を分析したところ、「人工呼吸器」を使用してい

る児は、多くの障害福祉サービス等を利用している傾向がありました（表3）。

（※1）「障害福祉サービス等」は、以下のとおりです。
　　　・訪問看護 人工呼吸器管理、経管栄養（胃ろう、経鼻胃管等）等の在宅での医療・看護サービス
　　　・居宅介護 ホームヘルプ、家事援助等の在宅での介護
　　　・訓練 在宅における理学療法、作業療法、その他在宅でのリハビリテーション
　　　・訓練や治療  児童発達支援、放課後等デイサービス等での集団生活への適応訓練などの支援や通所でのリハビリテーション及び治療
　　　・ショートステイ 短期間施設に入所し、施設で過ごしながら看護、介護や日常生活の世話を行うサービス 
　　　・移動支援 外出時や通園・通学時における移動や行動の外出支援をするサービス
　　　・移送サービス 民間で運営されている会社の介護タクシー等での車両による移送サービス

図1　看護・介護サービス（フォーマルケア）の利用割合（単位：％）

表3　障害福祉サービス等の利用と児の状態等の関係（※2）

調査からわかったこと3

１）　障害福祉サービス等の中で、「訓練や治療」の利用割合が高い

２）　「人工呼吸器」を使用している児は、多くの障害福祉サービス等を利用する

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

訪問看護

35.2

居宅介護

16.7

訓練

42.0

訓練や治療

87.6
N＝1,149

ショートステイ

27.1

移動支援

8.9

移送サービス

5.5

低年齢 経鼻胃管 胃ろう 人工呼吸器 おむつ
知的障害
：最重度

てんかん 兄弟あり

訪問看護 ＋＋＋ ＋＋＋ ＋＋＋ ＋＋＋ ＋＋＋ ＋ －

居宅介護 ＋＋ ＋＋＋ ＋

訓練 ＋＋＋ ＋＋ ＋＋＋ ＋＋＋

訓練や治療 ＋＋ － －－－ ＋＋

ショートステイ ＋＋ ＋＋ ＋＋＋ ＋＋ ＋＋ ＋＋ ＋

移動支援 ＋＋

移送サービス ＋＋＋

（※2）「＋」は、障害福祉サービス等の利用確率を高くすることと関連していることを示しており、 ＋が多いほど利用することに対して関連が強くなります。
「－」は、障害福祉サービス等の利用確率を低くすることと関連していることを示しており、 －が多いほど利用しないことに対して関連が強くなります。

　 　　空欄は、関連が見られなかったことを示します。
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児の世話をしている家族等

　児の世話をしている家族等を見てみると、「母」が最も多く、ついで「父」、「祖母」が多くなっています

（図2）。 

児の世話をする時間

　家族等の１日あたりの世話をする時間を見てみると、「母」が長い傾向にあり、「15時間以上20時

間未満」との回答が最も多くなっています（図3）。

３）　1日あたりの世話時間は、母親が最も長い

図2　児の世話をしている家族等（単位：％）

図3　家族等の1日あたりの世話をする時間（単位：％）

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

父

82.9

母

97.9

祖父

16.7

祖母

35.4

N＝1,468

その他

9.9

0 20 40 60 80 100

父

母

祖父

祖母

その他

5時間未満

5時間以上10時間未満

10時間以上15時間未満

15時間以上20時間未満

20時間以上

児の世話をする日数

　家族等の1週間あたりの世話をする日数を見てみると、「母」が多く、「7日」との回答が最も多くなっ

ています（図4）。

図4　家族等の1週間あたりの世話をする日数（単位：％）

0 20 40 60 80 100

父

母

祖父

祖母

その他

2日未満

2日以上4日未満

4日以上7日未満

7日
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介護負担感を軽減させる要因

　今回の調査では、介護負担度を評価する尺度を用いて、アンケート

を行い、介護負担を定量的に評価し、「母親の介護負担感」と 

「障害福祉サービス等」との関連をみてみました。

　その結果、障害福祉サービス等を「利用している」ほうが、 

「利用していない」より、母親の介護負担感を軽減させていること

が明らかになりました。

　また、「母親の介護負担感」と「障害福祉サービス等ごとの満足度」

の関連をみてみると、「ショートステイ」についで「居宅介護」の

順で、母親の介護負担感軽減に関連が強いことが分かりました。

　このことから、介護代行や家事援助等の母親が行う家事も含め

た支援サービスで満足を得られていることは、母親の介護負担感

を軽減させることが分かりました。

心情をプラスに変化させる要因

　児の在宅ケア開始前後でプラスに気持ちが変化したことについて、自由記載形式でアンケートを行

い、その内容に応じてグルーピングしてみました。

　その結果、気持ちをプラスにさせる要因は、次の3つにグルーピングすることができました。

●「サービスによる負担軽減」「周囲の人の支援」「親同士の交流」などの【支援による変化】

●「子どもの成長」「子どもへの愛情」などの【子どもによる変化】

●「看護・介護の習得/慣れ」「受け入れ」などの【看護・介護者自身による変化】

　このうち、【支援による変化】に関連する回答が多かったことから、家族や周囲の人、障害福祉サー

ビス等の支援等が、介護者の心情をプラスに変化させる上で、重要なことがわかりました。

　次項に、【支援による変化】に関連する介護者の生の声を紹介します。

４）　障害福祉サービス等の利用は、母親の介護負担感を軽減させ、
　　特に、母親に対する支援サービスは、介護負担感軽減に関連が強い

５）　家族や周囲の人、障害福祉サービス等の支援が、
　　介護者の心情をプラスに変化させる

脳性麻痺児の看護・介護の実態把握に関する調査

障害福祉サービス等

・訪問看護

・居宅介護

・訓練

・訓練や治療

・ショートステイ

・移動支援

・移送サービス

※各サービスの内容は、3ページ中段の（※1）を参照
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介護者の生の声

障害福祉サービス等のおかげで、自分の時間が持てました。

療育施設や特別支援学校に通うようになり、少し自分の時間が持てるよ

うになりました。

障害福祉サービス等の方が一生懸命に接して下さり、励まされました。

色々なサービスを利用したり、学校に通うようになり、障害のある子に

対しても、一生懸命に接して下さる方達がいる事を知り、自分も頑張ろ

うと励まされました。1人ではない、助けてくれる人達がいる事が心の

支えになっています。

SNSで他の児の親と繋がり、不安が減りました。

SNSで同じようなお母様方とも繋がり、情報交換や悩みを共有する事で

以前より不安な部分も減りました。

世間の色々な方が声を掛けて下さり、人の温かみを感じました。

障害がある子供がいるんだよと公共の機関へ出て、色々な人に触れても

らうように心がけるようになりました。本当にいい方ばかりで声を掛け

てくれるので人の温かみを感じています。

他の児の親との交流で、気持ちが楽になりました。

同じ障害をもつ児の親との交流によって情報交換や全く関係ない世間話

をすることで気持ちが楽になりました。
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産科医療補償制度ニュース第8号 2020年4月発行

公益財団法人 日本医療機能評価機構

【編集後記】

　本号は、産科医療関係者をはじめとして、脳性麻痺児に関わる小児医療関係者や障害福祉政策に携わる行政関係者の方々

など多くの方に、報告書をご活用いただくため、主に「母親の介護負担感」について調査結果を紹介いたしました。紹介しきれ

なかった貴重な結果が、報告書にはまだまだありますので、ぜひ報告書もご一読いただけますと幸いです。（鵜殿翔太）

［お問い合わせ先］

産科医療補償制度専用コールセンター

0120-330-637
受付時間：午前 9 時～午後 5 時（土日祝日・年末年始を除く）

　調査報告書には以下の4つの分担調査報告書が掲載されています。

　昨年9月、産科医療補償制度の補

償対象となった脳性麻痺児の看護・

介護の実態把握に関する調査報告書

が本制度ホームページに掲載されま

した。今回のニュースではその概要

が取り上げられています。対象が重

度脳性麻痺児であることから、保護

者の児を世話する時間がとても長い

こと、また、知的障害、てんかん、

嚥下障害、呼吸障害などを合併する

児が多く、治療や訓練、医療機器・

介護用品のニーズの高いことが示さ

れています。

　一方、種々の障害福祉サービスや

周囲の人々の支援が、介護負担を軽

減させることも報告されています。

さらに、報告書本文では、6歳から

9歳（本調査対象の最年長）の就学

期でほぼ全員が通園・通学できてい

るとの結果が得られています。実際、

介護者の生の声として「障害福祉

サービス等のおかげで、自分の時間

がもてました。」を聞くとほっとし

ます。

　さて、医療的ケア児等の支援は社

会的課題です。医療的ケア児とは、

NICU等退院後、引き続き人工呼吸

器や胃ろう、たんの吸引、経管栄養

などの医療的ケアが日常的に必要な

児ですが、年々増えており最近の推

計では全国で約2万人（在宅）とさ

れています。医療的ケア児への支援

施策には、まずその実態を知ること

が重要ですが、残念ながらそのよう

な調査は限られています。本調査は

有効回答1,468人と10歳未満児の調

査では最大級であり、医療的ケア児

の実態把握の観点からも有用です。

　最後になりましたが、本調査に協

力いただいた保護者の方々、ならび

に本調査プロジェクトチームのメン

バーに感謝いたします。

実態把握調査の意義について 小林　廉毅
東京大学大学院医学系研究科 教授

調査報告書について4

本制度ホームページに

報告書を公開しています。

脳性麻痺児の看護・介護の実態把握に関する調査

　１. 看護・介護およびリハビリテーションのサービスの利用や

　　  就労状況等（アンケート調査結果）

　２. 看護・介護およびリハビリテーションのサービスの利用に

　　  影響を与える因子と社会的費用

　３. 介護負担感に影響を与える要因

　４. 在宅ケア開始前後の主介護者の心理的変化

　主な調査者

＜主任調査者＞

　後藤　励　　慶應義塾大学大学院経営管理研究科・准教授

＜分担調査者＞

　堀田　聰子　慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科・教授

　森脇　睦子　 東京医科歯科大学医歯学総合研究科　東京都地域 

医療政策学講座・特任准教授
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